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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者特有の可動性ベアリングインプラントであって、該インプラントは、患者の関節を
修復するためのものであり、
　該インプラントは、
　該患者の関節の脛骨の表面と係合する第１の要素と、
　該患者の関節の大腿顆の少なくとも一部分をカバーし、かつ、前後方向および内外側方
向のうちの少なくとも１つにおいて様々な半径を有する第２の要素であって、該様々な半
径は、該患者の関節の隣接部分に実質的に一致する患者特有の曲率を提供する、第２の要
素と、
　第１の表面と第２の表面とを有するベアリング要素であって、該第１の表面は、該第１
の要素の外部表面と摺動自在に係合するためのものであり、該第２の表面は、該第２の要
素と関節運動するためのものであり、かつ、該第２の要素の半径と実質的に一致する様々
な半径を有する、ベアリング要素と
を備える、可動性ベアリングインプラント。
【請求項２】
　前記第１の要素の前記外部表面は湾曲している、請求項１に記載のインプラント。
【請求項３】
　前記外部表面は、様々な半径を有する複数の湾曲した表面を含む、請求項２に記載のイ
ンプラント。
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【請求項４】
　前記外部表面は少なくとも１つの軸に沿って平坦である、請求項３に記載のインプラン
ト。
【請求項５】
　前記第１の要素の前記外部表面はスロットを含み、前記ベアリング要素の前記第１の表
面はアンカを含み、該アンカは、該ベアリング要素の動きを該第１の要素の該外部表面に
沿って方向付けるように、摺動自在に前記スロットと係合する、請求項１に記載のインプ
ラント。
【請求項６】
　前記スロットは湾曲している、請求項５に記載のインプラント。
【請求項７】
　前記スロットは、様々な半径を有する複数の曲率を含む、請求項６に記載のインプラン
ト。
【請求項８】
　前記スロットは傾斜している、請求項５に記載のインプラント。
【請求項９】
　患者特有の可動性ベアリングインプラントであって、該インプラントは、患者の関節を
修復するためのものであり、
　該インプラントは、
　骨接表面と外部表面とを含む第１の要素であって、該骨接表面は該患者の関節の脛骨と
係合するためのものである、第１の要素と、
　該患者の関節の顆の少なくとも一部分をカバーし、かつ、前後方向および内外側方向の
うちの少なくとも１つにおいて様々な半径を有する第２の要素であって、該様々な半径は
、該患者の関節の隣接部分に実質的に一致する患者特有の曲率を提供する、第２の要素と
、
　第１の表面と第２の表面とを有するベアリング要素であって、該第１の表面は、該第１
の要素の該外部表面と摺動自在に係合するためのものであり、該第２の表面は、該第２の
要素と関節運動するためのものであり、該第２の要素は、これにより、前後方向において
、該第１の要素に対して移動可能である、ベアリング要素と
を備える、可動性ベアリングインプラント。
【請求項１０】
　前記第１の要素の前記外部表面は、様々な半径を有する複数の湾曲した表面を含む、請
求項９に記載のインプラント。
【請求項１１】
　前記第１の要素の前記骨接表面は、脛骨関節面と係合し、前記ベアリング要素の前記第
２の表面は、大腿骨インプラント要素と係合する、請求項９に記載のインプラント。
【請求項１２】
　前記外部表面は平坦である、請求項９に記載のインプラント。
【請求項１３】
　前記第１の要素の前記外部表面はスロットを含み、前記ベアリング要素の前記第１の表
面はアンカを含み、該アンカは、該ベアリング要素の動きを該第１の要素の該外部表面に
沿って方向付けるように、摺動自在に前記スロットと係合する、請求項９に記載のインプ
ラント。
【請求項１４】
　前記スロットは湾曲している、請求項１３に記載のインプラント。
【請求項１５】
　前記スロットは、様々な半径を有する複数の曲率を含む、請求項１４に記載のインプラ
ント。
【請求項１６】
　前記スロットは傾斜している、請求項１３に記載のインプラント。
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【請求項１７】
　前記第１の要素は、前記ベアリング要素の動作を制限するための少なくとも１つの停止
部を含み、該停止部は、該ベアリング要素と接触するための湾曲した表面を含む、請求項
９に記載のインプラント。
【請求項１８】
　患者特有の可動性ベアリングインプラントであって、該インプラントは、患者の関節を
修復するためのものであり、
　該インプラントは、
　骨接表面と外部表面とを含む第１の要素であって、該第１の要素は、該患者の関節の脛
骨と係合するためのものであり、該外部表面は、矢状面において湾曲している、第１の要
素と、
　該患者の関節の顆の少なくとも一部分をカバーし、かつ、前後方向および内外側方向の
うちの少なくとも１つにおいて様々な半径を有する第２の要素であって、該様々な半径は
、該患者の関節の隣接部分に実質的に一致する患者特有の曲率を提供する、第２の要素と
、
　第１の表面と第２の表面とを有するベアリング要素であって、該第１の表面は、該第１
の要素の該外部表面と摺動自在に係合するための該矢状面における曲率を有し、該第２の
表面は、該第２の要素と関節運動するためのものである、ベアリング要素と
を備える、可動性ベアリングインプラント。
【請求項１９】
　前記第１の要素の前記骨接表面は、脛骨関節面と係合し、前記ベアリング要素の前記第
２の表面は、大腿骨インプラント要素と係合する、請求項１８に記載のインプラント。
【請求項２０】
　前記外部表面はスロットを含む、請求項１８に記載のインプラント。
【請求項２１】
　前記スロットは、様々な半径を有する複数の曲率を含む、請求項２０に記載のインプラ
ント。
【請求項２２】
　前記スロットは傾斜している、請求項１８に記載のインプラント。
【請求項２３】
　患者特有の可動性ベアリングインプラントであって、該インプラントは、患者の関節を
修復するためのものであり、
　該インプラントは、
　骨接表面と外部表面とを含む第１の要素であって、該骨接表面は該患者の関節の脛骨と
係合するためのものである、第１の要素と、
　該患者の関節の大腿顆の少なくとも一部分をカバーし、かつ、前後方向において様々な
半径を有する第２の要素であって、該様々な半径は、該患者の関節の隣接部分に実質的に
一致する患者特有の曲率を提供する、第２の要素と、
　第１の表面と第２の表面とを有するベアリング要素であって、該第１の表面は、該第１
の要素の該外部表面と摺動自在に係合するためのものであり、該第２の表面は、第２の要
素と摺動自在に係合するためのものである、ベアリング要素と
を備え、
　該第１の表面および該第２の表面のうちの少なくとも１つは、湾曲した表面を含む、可
動性ベアリングインプラント。
【請求項２４】
　患者特有の可動性ベアリングインプラントであって、該インプラントは、患者の関節を
修復するためのものであり、
　該インプラントは、
　骨接表面と外部表面とを含む第１の要素であって、該骨接表面は該患者の関節の表面と
係合するためのものである、第１の要素と、
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　該患者の関節の表面の少なくとも一部分をカバーし、かつ、少なくとも１つの方向にお
いて様々な半径を有する第２の要素であって、該様々な半径は、該患者の関節の隣接部分
に実質的に一致する患者特有の曲率を提供する、第２の要素と、
　第１の表面と第２の表面とを有するベアリング要素であって、該第１の表面は、該第１
の要素の該外部表面と摺動自在に係合するためのものであり、該第２の表面は、該第２の
要素と関節運動するためのものであり、該第２の要素は、これにより、該第１の要素に対
して移動可能である、ベアリング要素と
を備える、可動性ベアリングインプラント。
【請求項２５】
　前記第１の要素の外周は腎臓の形をしている、請求項２４に記載の可動性ベアリング。
【請求項２６】
　前記第１の要素の外周は非対称である、請求項２４に記載の可動性ベアリング。
【請求項２７】
　前記第１の要素は、前記ベアリング要素よりも大きい外周を有する、請求項２４に記載
の可動性ベアリング。
【請求項２８】
　前記第１の要素は、前記ベアリング要素よりも小さい外周を有する、請求項２４に記載
の可動性ベアリング。
【請求項２９】
　前記第１の要素は、前記ベアリング要素の動作を制限するための少なくとも１つの停止
部を含み、該停止部は、該ベアリング要素と接触するための湾曲した表面を含む、請求項
１に記載のインプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、関節インプラント、中間物挿入用インプラント、および可動性ベアリングイ
ンプラント等の、整形外科用インプラントおよびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の人工関節インプラントは、単一の要素または複数の要素を含む場合がある。例え
ば、しばしば可動性ベアリングインプラントと呼ばれる関節インプラントは、第１および
第２の要素の間に介在するベアリング要素を含むことがある。ベアリング要素は、摺動や
回転運動等、達成可能な動きの範囲を拡張する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これらの人工装具の移植は、通常、基盤となる組織や骨の損失に関連し、ある装具では
、組織や骨の著しい量の損失に関連した深刻な長期的合併症として、感染症、骨溶解、さ
らにインプラントの緩み等が挙げられる。そのような関節形成は、極めて侵襲的で、修復
に関連した１つ以上の骨の関節面の全て、または大部分の外科的切除を必要とする可能性
がある。これらの処置では典型的に、人工器官のステム部を骨の中に入れるために、骨髄
空間がかなり広範囲に広げられる。広げた結果、患者の骨の貯蔵が損失し、多くの場合そ
の後の経時的な骨溶解が人工器官の緩みにつながる。さらに、インプラントと骨が接合す
る領域が経時的に悪化し、最終的に人工器官の交換が必要となる。患者の骨の貯蔵が限ら
れていることから、関節形成のための可能な置換手術の数もまた限られる。すなわち、１
５～２０年のうちに、そしてある場合にはそれより短い期間のうちに、患者には治療の選
択肢がなくなり、最終的には痛くて役に立たない関節となってしまう。
【０００４】
　可動性ベアリングインプラント等の人工関節インプラントに関するその他の懸念は、全
ての適切な動作を確実にすることである。これは、装具がずれてしまう危険性とバランス
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をとらなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の実施形態によれば、可動性ベアリングインプラントは第１の要素を含む
。前記第１の要素は、実質的に切断されていない関節軟骨表面、および実質的に切断され
ていない軟骨下骨表面のうちの１つと係合するための、骨接表面を含む。前記骨接表面は
、前記関節軟骨表面および関節下骨表面のうちの１つに実質的に適合する。前記可動性ベ
アリングインプラントは、外部表面をさらに含む。前記ベアリング要素は、前記第１の要
素の前記外部表面と摺動自在に係合するための第１の表面と、第２の要素、骨、および軟
骨のうちの少なくとも１つと係合するための第２の表面とを有する。
【０００６】
　本発明の関連した実施形態によれば、前記第１の要素の前記骨接表面は、実質的に切断
されていない、脛骨の関節軟骨表面、および、実質的に切断されていない、脛骨の軟骨下
骨表面のうちの１つと実質的に適合し、前記ベアリング要素の前記第２の表面は、大腿骨
インプラント要素と係合する。
【０００７】
　本発明のさらなる関連した実施形態では、前記第１の要素の前記外部表面は湾曲してい
てもよい。前記外部表面は、様々な半径を有する複数の曲面を含んでもよい。前記外部表
面は、少なくとも１つの軸に沿って平坦であってもよい。
【０００８】
　本発明のさらなる関連した実施形態では、前記第１の要素の前記外部表面はスロットを
含んでもよく、前記ベアリング要素の前記第１の表面はアンカを含む。前記アンカは、前
記ベアリング要素の動きを、前記第１の要素の前記外部表面に沿って方向付けるように、
摺動しながら前記スロットと係合する。前記スロットは湾曲していてもよい。前記スロッ
トは、様々な半径を有する複数の曲率を含んでもよい。前記スロットは勾配を有していて
もよい。
【０００９】
　本発明のさらなる実施形態では、前記第１の要素は、前記ベアリング要素の動作を制限
するための少なくとも１つの停止部を含み、前記停止部は、前記ベアリング要素と接触す
るための湾曲した表面を含む。
【００１０】
　本発明の他の実施形態によれば、可動性ベアリングインプラントは、骨および軟骨のう
ちの少なくとも１つと係合するための骨接表面を有する第１の要素と、外部表面とを含む
。ベアリング要素は、前記第１の要素の前記外部表面と摺動自在に係合するための第１の
表面と、第２の要素、骨、および軟骨のうちの少なくとも１つと係合するための第２の表
面とを有する。前記外部表面は、凹部および凸部の少なくとも１つを含む。
【００１１】
　本発明の関連した実施形態によれば、前記第１の要素の前記骨接表面は、脛骨関節面と
係合し、前記ベアリング要素の前記第２の表面は、大腿骨インプラント要素と係合するこ
とができる。前記第１の要素の前記外部表面は、様々な半径を有する複数の曲面を含んで
もよい。前記外部表面は、少なくとも１つの軸に沿って平坦であってもよい。
【００１２】
　本発明のさらなる関連した実施形態では、前記第１の要素の前記外部表面はスロットを
含んでもよく、前記ベアリング要素の前記第１の表面はアンカを含む。前記アンカは、前
記ベアリング要素の動きを、前記第１の要素の前記外部表面に沿って方向付けるように、
摺動しながら前記スロットと係合する。前記スロットは、湾曲していても勾配を有してい
てもよい。前記スロットは、様々な半径を有する複数の曲率を含んでもよい。
【００１３】
　本発明のさらなる実施形態によれば、前記第１の要素は、前記ベアリング要素の動作を
制限するための少なくとも１つの停止部を含み、前記停止部は、前記ベアリング要素と接
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触するための湾曲した表面を含む。
【００１４】
　本発明の他の実施形態によれば、可動性ベアリングインプラントは、骨および軟骨のう
ちの１つと係合するための骨接表面と、外部表面とを含む、第１の要素を含む。前記外部
表面はスロットを含む。ベアリング要素は、前記第１の要素の前記外部表面と摺動自在に
係合するための第１の表面と、第２の要素、骨、および軟骨のうちの少なくとも１つと係
合するための第２の表面とを有する。前記ベアリング要素の前記第１の表面は、アンカを
含む。前記アンカは、前記ベアリング要素の動きを、前記第１の要素の前記外部表面に沿
って方向付けるように、摺動しながら前記スロットと係合する。
【００１５】
　本発明の関連した実施形態によれば、前記第１の要素の前記骨接表面は、脛骨関節面と
係合し、前記ベアリング要素の前記第２の表面は、大腿骨インプラント要素と係合する。
前記スロットは湾曲していてもよい。前記スロットは、様々な半径を有する複数の曲率を
含んでもよい。前記スロットは勾配を有していてもよい。
【００１６】
　本発明の他の実施形態によれば、可動性ベアリングインプラントは、骨および軟骨のう
ちの１つと係合するための骨接表面を有する第１の要素と、外部表面とを含む。ベアリン
グ要素は、第１の表面と第２の表面とを有し、前記第１の表面は、前記第１の要素の前記
外部表面と摺動自在に係合するためのものであり、前記第２の表面は、第２の要素、骨、
および軟骨のうちの少なくとも１つと係合するためのものである。前記第１の表面および
前記第２の表面のうちの少なくとも１つは、一次元の曲面を含み、前記曲面は複数の半径
を有する。
【００１７】
　本発明の他の実施形態によれば、可動性ベアリングインプラントは、骨および軟骨のう
ちの１つと係合するための骨接表面を有する第１の要素と、外部表面とを含む。ベアリン
グ要素は、第１の表面と第２の表面とを有し、前記第１の表面は、前記第１の要素の前記
外部表面と摺動自在に係合するためのものであり、前記第２の表面は、第２の要素、骨、
および軟骨のうちの少なくとも１つと係合するためのものである。前記第１の要素は、様
々な半径の外周を有する。
【００１８】
　本発明の関連した実施形態では、前記第１の要素の前記外周は、腎臓の形をしていても
よい。前記第１の要素の前記外周は、非対称であってもよい。前記第１の要素は、前記ベ
アリング要素よりも大きい、または小さい外周を有してもよい。
【００１９】
　上述の実施形態に関連した実施形態によれば、前記第１の要素は、１つ以上の羽根、キ
ール、および／または杭を用いて、関節面に固定してつながれてもよい。前記羽根、キー
ルおよび／または杭は、様々な方向および長さを有してもよい。例えば、羽根および／ま
たは杭は、互いに垂直であってもよい。前記第１の要素の前記骨接表面は、アンカ機構が
骨に突き出しているだけの状態で、軟骨下骨または関節軟骨の自然表面の上に載置されて
もよい。
【００２０】
　上述の実施形態に関連したさらなる実施形態によれば、第１の要素は、可動ベアリング
の１つ以上の要素の動作を抑制する、１つ以上の停止部を含んでもよい。前記停止部は、
一次元以上の動作を抑制してもよい。前記停止部は、様々な方向を向いていてもよい。各
停止部は、湾曲した部分、および／または直線の部分を含んでもよい。例えば、停止部は
一定のあるいは様々な半径を有していてもよい。
【００２１】
　本願で説明される関節インプラントは、膝、腰、足首、肩、肘、手首、および手に装備
することができる。本願で説明される様々な関節インプラントは、これに限定されないが
、内側または外側の単顆型人工膝関節置換（ｕｎｉｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔａｌ　ａｒｔ
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ｈｒｏｐｌａｓｔｙ）、内側または外側の、１つの大腿顆の一部または全てを対象とする
両顆型人工膝関節置換（ｂｉｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔａｌ　ａｒｔｈｒｏｐｌａｓｔｙ）
、滑車、および人工膝関節全置換システムを含む、膝インプラントに関連して使用するこ
とができる。人工膝関節全置換システムでは、内側および外側の脛骨の人工装具を組み合
わせて使用することにより、顆間領域を維持することができる。どちらの装具も固定され
た非可動ベアリングであってもよく、または両方とも可動ベアリングであってもよく、ま
たは一方が固定された非可動ベアリングで、片方が可動ベアリングであってもよい。
【００２２】
　本発明の前述の特徴は、添付の図面を参照しながら、以下の詳細な説明を参照すること
により、より容易に理解されるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下の説明は、いずれの当業者でも本発明を作成し使用することができるように示した
ものである。説明される実施形態に対する様々な修正は、当業者には容易に明確となるも
のであり、本願で定められる一般的な原理は、添付の請求項で定義される本発明の精神と
範囲から逸脱しない範囲で、他の実施形態や用途に適用することができる。このように、
本発明は、示される実施形態に限定されることを意図するものではなく、本願で開示され
る原理および特徴と一致する最も広い範囲に従うべきである。開示される本発明の完全な
理解を得るために必要とされる範囲で、本願で引用される全ての発行済特許、特許公報、
および特許出願の明細書および図面は、参照することによりここに組み入れられる。
【００２４】
　当業者には理解されるように、本願で列挙する方法は、列挙する事象の順番だけではな
く、列挙する事象の論理的に可能ないずれの順番で実行されてもよい。さらに、値の範囲
が示されている箇所では、その範囲の上限および下限の間の有効桁数未満のすべての値、
またその示された範囲のその他の示された値またはその有効桁数未満の値も本発明に包含
されることが理解される。また、説明される本発明の変型のいかなる任意の特徴も、独立
して、あるいは本願で説明されるいかなる１つ以上の特徴とともに組み合わされて定めら
れ請求されることも意図される。
【００２５】
　本発明の実践においては、別段に示されていない限り、当技術分野の範囲内にある、ｘ
線造影および画像処理、ｘ線トモシンセシス、Ａスキャン、ＢスキャンおよびＣスキャン
を含む超音波画像診断、コンピュータ断層撮影（ＣＴスキャン）、磁気共鳴画像診断（Ｍ
ＲＩ）、光コヒーレンス断層撮影法、単一光子放出型コンピュータ断層撮影法（ＳＰＥＣ
Ｔ）、および陽電子放出断層撮影法（ＰＥＴ）の、従来のデジタル方式を採用している。
そのような技術は文献で十分説明されており、本願で述べる必要はない。例えば、Ｘ－Ｒ
ａｙ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ：Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｇ
ｕｉｄｅ、２ｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ、ＳｔｏｕｔおよびＪｅｎｓｅｎ編集、Ｊｏｈｎ　Ｗ
ｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ出版（１９８９年）；Ｂｏｄｙ　ＣＴ：Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ
　Ａｐｐｒｏａｃｈ、Ｓｌｏｎｅ編集、ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ出版（１９９９年）；Ｘ
－ｒａｙ　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ：Ａ　Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ’ｓ　Ａｐｐｒｏａｃｈ、Ｌａ
ｍ編集、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ出版（１９９８年）；およびＤｅｎｔａｌ　Ｒ
ａｄｉｏｌｏｇｙ：Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｘ－Ｒａｙ　Ｉｍａｇｅ、Ｌ
ａｅｔｉｔｉａ　Ｂｒｏｃｋｌｅｂａｎｋ編集、Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　
Ｐｒｅｓｓ出版（１９９７年）を参照。さらに、Ｔｈｅ　Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｐｈｙｓ
ｉｃｓ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　（２ｎｄ　Ｅｄ．）、Ｊｅｒｒｏｌｄ
　Ｔ．　Ｂｕｓｈｂｅｒｇらを参照。
【００２６】
　本発明は、関節を修復するための、特に関節軟骨を修復するための、そして患者におけ
る様々な軟骨修復材料の一体化を促進するための、方法および組成物を提供する。特に、
本願で説明される技術は、例えばサイズ、軟骨の厚さ、および／または曲率等の点で、特
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定の患者に合うように軟骨修復材料を特別設計することができるようにするものである。
関節軟骨表面の形状（サイズ、厚さ、および／または曲率等）が、損傷していない軟骨ま
たは患者のもとの軟骨と正確に適合するかまたは解剖学的にほぼ適合する場合、修復の成
功率が上がる。修復材料は移植前に成形することができ、そのような成形は、例えば、欠
陥を取り囲むいかなる「正常な」軟骨の曲率または厚さに関する、および／または欠陥の
下にある骨の曲率に関する情報を提供する電子的画像に基づく。このように、本発明は特
に、部分関節置換のための低侵襲性の方法を提供する。この方法は、骨の貯蔵の損失が最
低限であるか、またはある場合には全くない。さらに、現行の技術とは異なり、本願で説
明される方法は、インプラントと、その周囲または隣接する軟骨および／または軟骨下骨
とを、正確に一致させる、あるいは解剖学的にほぼ一致させることにより、関節面の完全
性の回復を助ける。
【００２７】
　本発明の利点としては、（ｉ）関節修復の特別設計により、修復処置の後の患者に対す
る効用と快適性を向上させる、（ｉｉ）ある実施形態において、外科医が術中に修復すべ
き欠陥を測定する必要がなくなる、（ｉｉｉ）移植処置の間に外科医が材料を成形する必
要がなくなる、（ｉｖ）骨もしくは組織の画像に基づく、または術中の探触技術に基づく
、修復材料の曲率を評価する方法を提供する、（ｖ）骨の貯蔵の損失が最低限であるか、
またはある場合には全くない、関節の修復方法を提供する、（ｖｉ）術後の関節適合性を
向上させる、（ｖｉｉ）ある実施形態において、術後の患者の回復を向上させる、（ｖｉ
ｉｉ）動作範囲等の術後の機能を向上させる、等を挙げることができるが、これらに限定
されない。
【００２８】
　このように、本願で説明する方法によって、欠陥（移植部位等）または関節面により正
確に適合する関節修復材料を設計および使用することができ、したがって関節の修復が向
上する。
【００２９】
　（関節の評価および整合）
　本願で説明する方法および組成物は、軟骨の疾患（例えば、変形性関節症）、骨の損傷
、軟骨の損傷、外傷、および／または酷使もしくは加齢による変性の結果もたらされる欠
陥を治療するために使用することができる。本発明は、特に、医療従事者がそのような欠
陥を評価し治療することができるようにする。対象領域のサイズ、容積および形状には、
欠陥を有する軟骨の領域のみを含めることができるが、好ましくは、軟骨欠陥の周りの、
軟骨の隣接部分も含めるのがよい。
【００３０】
　当業者には理解されるように、サイズ、曲率、および／または厚さの寸法は、いずれの
好適な技術を使用しても得ることができる。例えば、好適な機械的手段、レーザ装置、電
磁気または光による追跡システム、モールド、硬化して「表面の輪郭を記憶」する、関節
面に適用される材料、および／または当技術分野で知られている１つ以上の画像化技術を
使用して、１次元、２次元、および／または３次元の寸法を得ることができる。寸法は、
非侵襲的におよび／または（例えば探針または他の手術デバイスを用いて）術中に得るこ
とができる。当業者には理解されるように、修復装具の厚さは、患者の骨格、および／ま
たは、関節面の特定の場所における、矯正されるべき軟骨および／または骨に対する損傷
の深さに依存して、任意の時点で変えることができる。
【００３１】
　図１Ａは、従事者が関節を評価する上でとるべきステップを示したフローチャートであ
る。まず、従事者は、対象関節の寸法を得る（１０）。寸法を得るステップは、関節の画
像を撮ることにより達成することができる。このステップは、関節評価プロセスを精密に
するために、必要に応じて繰り返して（１１）複数の画像を得ることができる。従事者が
必要な寸法を得たら、その情報を使用して、評価されている対象関節のモデル表現を生成
する（３０）。このモデル表現は、立体マップまたは画像の形式であってもよい。関節の
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モデル表現は、１次元、２次元、または３次元であってもよい。物理的モデルを含むこと
もできる。希望に応じて２つ以上のモデルを作成してもよい（３１）。オリジナルのモデ
ル、またはそこから派生したモデル、またはその両方を使用することができる。関節のモ
デル表現を生成（３０）した後、従事者は、向かい側の関節表面のミラーを提供すること
により、またはそれを組み合わせて、関節面上に存在する軟骨から、矯正された状態の対
象関節の投影モデル表現を任意に生成する（４０）ことができる。ここでも、このステッ
プは、必要に応じて、または希望に応じて繰り返す（４１）ことができる。立体条件での
関節と投影図の関節との間の差を利用して、従事者は矯正された関節構造を達成するのに
好適な関節インプラントを選択する（５０）ことができる。当業者には理解されるように
、所望の結果を達成するために、希望する回数だけ選択プロセス５０を繰り返す（５１）
ことができる。さらに、従事者は、例えばＸ線画像を得ることにより対象関節の寸法を得
て（１０）、その後好適な関節置換インプラントを選択する（５０）ことができることが
意図される。
【００３２】
　当業者には理解されるように、従事者は、対象関節のモデル表現を生成するステップ（
３０）から、矢印３２で示されるように、好適な関節置換インプラントを選択するステッ
プ（５０）に直接進むことができる。また、好適な関節置換インプラントの選択（５０）
に続き、対象関節の寸法を得るステップ（１０）、対象関節のモデル表現を生成するステ
ップ（３０）、および投影モデルを生成するステップ（４０）を、フロー２４、２５、２
６で示されるように、順番に、あるいは同時に繰り返すことができる。
【００３３】
　図１Ｂは、従事者が関節を評価する上でとるべきステップを示した代替のフローチャー
トである。まず、従事者は、対象関節の寸法を得る（１０）。寸法を得るステップは、関
節の画像を撮ることにより達成することができる。このステップは、関節評価プロセスを
精密にするために、必要に応じて繰り返して（１１）複数の画像を得ることができる。従
事者が必要な寸法を得たら、その情報を使用して、評価されている対象関節のモデル表現
を生成する（３０）。このモデル表現は、立体マップまたは画像の形式であってもよい。
関節のモデル表現は、１次元、２次元、または３次元であってもよい。必要に応じて、ま
たは希望に応じてプロセスを繰り返す（３１）ことができる。物理的モデルを含むことも
できる。関節のモデル表現を評価（３０）した後、従事者は、矯正された状態の対象関節
の投影モデル表現を任意に生成する（４０）ことができる。必要に応じて、または希望に
応じてこのプロセスを繰り返す（４１）ことができる。立体条件での関節と投影図の関節
との間の差を利用して、従事者は矯正された関節構造を達成するのに好適な関節インプラ
ントを設計する（５２）ことができ、所望のインプラント設計を達成するために、必要な
回数だけ設計プロセスを繰り返す（５３）ことができる。また、従事者は、レール、キー
ル、リップ、杭、十字型ステム、またはアンカ、クロスバー等のさらなる構造を提供する
ことが、対象関節におけるインプラントの性能を向上させるかどうかを評価することがで
きる。
【００３４】
　当業者には理解されるように、従事者は、対象関節のモデル表現を生成するステップ（
３０）から、矢印３８で示されるように、好適な関節置換インプラントを設計するステッ
プ（５２）に直接進むことができる。上に示したフローと同様に、好適な関節置換インプ
ラントの設計（５２）に続き、対象関節の寸法を得るステップ（１０）、対象関節のモデ
ル表現を生成するステップ（３０）、および投影モデルを生成するステップ（４０）を、
フロー４２、４３、４４で示されるように、順番に、あるいは同時に繰り返すことができ
る。
【００３５】
　図１Ｃは、患者のためにインプラントを選択するプロセスを示したフローチャートであ
る。まず、上述の技術、または本発明が実践される時点において当技術分野で知られた好
適な技術を用いて、病変軟骨または軟骨減少の領域のサイズを測定する（１００）。希望
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に応じてこのプロセスを複数回繰り返す（１０１）ことができる。軟骨欠陥のサイズを測
定したら、隣接する軟骨の厚さを任意に測定する（１１０）ことができる。このプロセス
も希望に応じて繰り返す（１１１）ことができる。軟骨減少の測定または隣接する軟骨の
厚さの測定の後、関節面の曲率を測定する（１２０）。あるいは、軟骨下骨を測定するこ
とができる。理解されるように、インプラントの表面の最適な設計の構築を促進するため
に、修復されている関節の表面か、または接合表面の寸法を採ることができる。
【００３６】
　表面を測定したら、ユーザは、インプラントのライブラリから最も適合するインプラン
トを選択する（１３０）か、または患者特有のインプラントを生成する（１３２）。患者
に最も適合するインプラントを得るために、希望に応じて、または必要に応じてこれらの
ステップを繰り返すことができる（１３１、１３３）。当業者には理解されるように、イ
ンプラントを選択する、あるいは設計するプロセスは、装具の表面が患者の関節面に対し
て良好に適合できることを確実にするために、ＭＲＩまたはＸ線に含まれる情報と対比し
て検査することができる。検査は、例えば、インプラントの画像を患者の関節の画像に重
ね合わせることにより行うことができる。好適なインプラントが選択あるいは設計された
ことが確定したら、例えば関節面から軟骨あるいは骨を取り除いて移植部位の準備を行う
（１４０）か、またはインプラントを関節内に設置する（１５０）ことができる。
【００３７】
　選択または設計された関節インプラントは、自然の関節構造を複製する向かい側の関節
面の接合表面として、存在する関節の表面に解剖学的に適合または解剖学的にほぼ適合す
ることができる。この場合、存在する関節の表面とともに、所望の得られる関節の表面を
評価することができる。この技術は、骨に係止されないインプラントには特に有用である
。
【００３８】
　当業者には理解されるように、医師、または本発明を実践するその他の人物は、対象関
節の寸法を得て（１０）から、好適な関節置換インプラントを設計（５２）または選択（
５０）することができる。
【００３９】
　（ＩＩ．修復材料）
　本発明を実践するにあたり、プラスチック、金属、非結晶性金属、セラミック、生体材
料（コラーゲンまたはその他の細胞外基質材料等）、ヒドロキシアパタイト、細胞（幹細
胞、軟骨細胞等）、またはこれらの組み合わせ等（ただしこれらに限定されない）、様々
な材料を使用することができる。欠陥や関節面および／または軟骨下骨に関する得られた
情報（寸法等）に基づき、修復材料を形成するまたは選択することができる。さらに、本
願で述べているこれらの技術の１つ以上を使用して、特定の軟骨欠陥に適合する曲率を有
する、軟骨置換または再生材料は、関節面の輪郭や形状に従い、周囲の軟骨の厚さに一致
する。修復材料は、材料のいかなる組み合わせを含んでもよく、典型的には、少なくとも
１つの非柔軟性材料、例えば容易に曲げたり変形したりできない材料を含む。
【００４０】
　（Ａ．金属およびポリマー材料）
　現在、関節修復システムは、例えば基盤となる骨（例えば、膝人工器官の場合は大腿骨
）に係止される人工器官等、多くの場合金属および／またはポリマー材料を採用している
。例として、Ａｆｒｉａｔらに対し２００１年３月２０日に発行された米国特許第６，２
０３，５７６号、Ｏｇｌｅらに対し２００１年１１月２７日に発行された第６，３２２，
５８８号、およびそれらに引用されている文献を参照。本発明の実施において、様々な材
料が有用であり、いかなる基準にもとづいても選択することができる。例えば、金属の選
択は、所望の程度の剛性をもたらすために、弾力性に基づいてもよい。好適な金属の限定
されない例としては、銀、金、白金、パラジウム、イリジウム、銅、スズ、鉛、アンチモ
ン、ビスマス、亜鉛、チタン、コバルト、ステンレス鋼、ニッケル、鉄合金、コバルト合
金、例えばＥｌｇｉｌｏｙ（登録商標）（（コバルト－クロム－ニッケル合金）やＭＰ３
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５Ｎ（ニッケル－コバルト－クロム－モリブデン合金）等、およびＮｉｔｉｎｏｌ（商標
）（ニッケル－チタン合金）、アルミニウム、マンガン、鉄、タンタル、非結晶性金属、
例えばＬｉｑｕｉｄｍｅｔａｌ（登録商標）合金（ＬｉｑｕｉｄＭｅｔａｌ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｉｅｓ（ｗｗｗ．ｌｉｑｕｉｄｍｅｔａｌ．ｃｏｍ）より入手可能）等、多価金
属イオンを徐々に形成して、例えば患者の体液または組織と接触する移植基材の石灰化を
抑制することができるその他の金属、およびそれらの組み合わせが挙げられる。
【００４１】
　好適な合成ポリマーには、ポリアミド（ナイロン等）、ポリエステル、ポリスチレン、
ポリアクリレート、ビニルポリマー（ポリエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ
プロピレン、およびポリ塩化ビニル等）、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリジメチ
ルシロキサン、酢酸セルロース、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテルエーテルケト
ン、エチレン酢酸ビニル、ポリスルホン、ニトロセルロース、類似の共重合体またはそれ
らの混合が含まれるが、これらに限定されない。デキストラン、ヒドロキシエチルスター
チ、ゼラチン誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリ［Ｎ－（２－
ヒドロキシプロピル）メタクリルアミド］、ポリ（ヒドロキシ酸）、ポリ（ε－カプロラ
クトン）、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ（ジメチルグリコール酸）、ポリ（ヒドロ
キシブチレート）、および類似の共重合体等の生体吸収性合成ポリマーもまた使用するこ
とができる。
【００４２】
　例えば、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ（商標））として知られるポリケトン
等、他の材料もまた適している。これには、Ｖｉｃｔｒｅｘ社（英国ランカシャー）から
入手可能な、医療移植用に認可された無充填ＰＥＥＫであるＰＥＥＫ４５０Ｇという材料
を含む。（Ｖｉｃｔｒｅｘウェブサイト：ｗｗｗ．ｍａｔｗｅｂ．ｃｏｍ。またはＢｏｅ
ｄｅｋｅｒ社ｗｗｗ．ｂｏｅｄｅｋｅｒ．ｃｏｍを参照。）インドのパノリを所在地とす
るＧｈａｒｄａ社（ｗｗｗ．ｇｈａｒｄａｐｏｌｙｍｅｒｓ．ｃｏｍ）からもこの材料を
入手することができる。
【００４３】
　選択された材料は充填されてもよいことに留意されたい。ＦＤＡまたはその他の規制機
関により移植用装具としての使用が承認されている限り、例えば、３０％ガラス充填また
は３０％カーボン充填等、その他のグレードのＰＥＥＫもまた利用可能であり、意図され
るものである。ガラス充填ＰＥＥＫは、無充填のその部分と比較して、ＰＥＥＫの膨張率
を低下させて曲げ弾性率を増加させる。得られる製品は、改善された強度、剛性、または
安定性に理想的であることが知られている。カーボン充填ＰＥＥＫは、ＰＥＥＫの圧縮強
さおよび圧縮剛性を高め、膨張率を低めることが知られている。カーボン充填ＰＥＥＫは
、耐摩耗性および負荷容量を提供する。
【００４４】
　理解されるように、本発明の範囲から逸脱しない限り、耐疲労性、良好な記憶能力、柔
軟性、および／またはたわみ特性を有し、吸湿性が低く、良好な耐摩耗性および／または
耐摩滅性を有する、他の好適な同様に生体適合性の熱可塑性物質または熱可塑性重縮合物
材料を使用することができる。インプラントはまた、ポリエーテルケトンケトン（ＰＥＫ
Ｋ）より成っていてもよい。
【００４５】
　使用可能なその他の材料には、ポリエーテルケトン（ＰＥＫ）、ポリエーテルケトンエ
ーテルケトンケトン（ＰＥＫＥＫＫ）、およびポリエーテルエーテルケトンケトン（ＰＥ
ＥＫＫ）、および一般的にはポリアリールエーテルエーテルケトンが含まれる。さらに他
のポリケトンだけでなく、他の熱可塑性物質も使用することができる。
【００４６】
　インプラントに使用可能な適切なポリマーは、以下の文献に見ることができる。これら
の文献は全て、参照することにより本願に組み入れられる。これらの文献には、ＰＣＴ公
報ＷＯ０２／０２１５８Ａ１（２００２年１月１０日付、名称：Ｂｉｏ－Ｃｏｍｐａｔｉ
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ｂｌｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）、ＰＣＴ公報ＷＯ０２／００２７５
Ａ１（２００２年１月３日、名称：Ｂｉｏ－Ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ
　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）、およびＰＣＴ公報ＷＯ０２／００２７０Ａ１（２００２年１月
３日、名称：Ｂｉｏ－Ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ
）が含まれる。
【００４７】
　ポリマーは、従来のポリマー処理方法を含む様々な手法のうち、いずれを用いても調製
することができる。好ましい手法には、例えば、顕著な構造的特徴を持ったポリマー部品
の製造に好適な射出成形、および反応射出成形やステレオリソグラフィ等のラピッドプロ
トタイピング法等が含まれる。基材は、金属コーティングの結合を促進するために、物理
的な研磨や化学的改質により、テクスチャの処理や多孔化を行うことができる。押し出し
、射出、圧縮成形および／または機械加工技術等、他のプロセスもまた適している。典型
的には、ポリマーは、その物理的および機械的特性で選択され、関節面の間の物理的負荷
を支え分散するのに好適である。
【００４８】
　２つ以上の金属および／またはポリマーを互いに組み合わせて使用することができる。
例えば、１つ以上の金属含有基材の１つ以上の領域をポリマーで被覆することができ、ま
たは代わりに、１つ以上のポリマー含有基材の１つ以上の領域を１つ以上の金属で被覆す
ることができる。
【００４９】
　システムまたは人工器官は、多孔質であるか、または多孔質コーティングされていても
よい。多孔質表面成分は、金属、セラミック、ポリマーを含む様々な材料から作成するこ
とができる。一方、これらの表面成分は、様々な手段によって、様々な金属で形成される
多数の構造コアに固定することができる。好適な多孔性コーティングには、金属、セラミ
ック、ポリマー（例えば、シリコーンゴム、ポリエチレンテレフタラートおよび／または
それらの組み合わせ等の、生物学的に中性なエラストマー）、またはそれらの組み合わせ
が含まれるが、これらに限定されない。例えば、Ｈａｈｎに対する米国特許第３，６０５
，１２３号（１９７１年９月２０日発行）、Ｔｒｏｎｚｏに対する米国特許第３，８０８
，６０６号（１９７４年５月７日発行）、およびＴｒｏｎｚｏに対する米国特許第３，８
４３，９７５号（１９７４年１０月２９日発行）；Ｓｍｉｔｈに対する米国特許第３，３
１４，４２０号（１９６７年４月１８日発行）；Ｓｃｈａｒｂａｃｈに対する米国特許第
３，９８７，４９９号（１９７６年１０月２６日発行）；およびドイツの出願公開（Ｏｆ
ｆｅｎｌｅｇｕｎｇｓｓｃｈｒｉｆｔ）２，３０６，５５２を参照。２つ以上のコーティ
ング層があってもよく、また層は同じまたは異なる性質を有してもよい。例えば、Ｋａｈ
ｎらに対する米国特許第３，９３８，１９８号（１９７６年２月１７日発行）を参照。
【００５０】
　コーティングは、コアを粉末ポリマーで取り囲み、硬化するまで加熱することにより適
用し、相互に繋がった細孔の内部のネットワークを有するコーティングを形成させること
ができる。人工装具に使用するそのようなコーティングの成功の可否を評価する際には、
細孔のねじれ（半径に対する細孔を通る経路の長さの寸法等）が重要となることがある。
Ｍｏｒｒｉｓに対する米国特許第４，２１３，８１６号（１９８０年７月２２日発行）を
参照。細孔コーティングは、粉末の形態で適用し、その全体を高温にさらして粉末を基材
に結合させることができる。好適なポリマーおよび／または粉末コーティングの選択は、
それぞれのメルトインデックスに基づく等、本願の教示や引用される文献に照らして決定
することができる。
【００５１】
　（Ｂ．生体修復材料）
　修復材料は、１つ以上の生体材料を、単独で、あるいは非生体材料と組み合わせて含む
こともできる。例えば、いずれかのベース材料を設計または成形し、胎児の軟骨細胞等、
好適な軟骨置換または再生材料をそのベースに適用することができる。その後細胞は、軟
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骨欠陥を取り囲む軟骨の厚さ（および／または曲率）が得られるまで、ベースとともに増
殖することができる。生体外および生体内の培地内の様々な基材上での細胞増殖（軟骨細
胞等）のための条件は、例えば、Ｓｌｉｖｋａらに対する米国特許第５，４７８，７３９
号（１９９５年１２月２６日発行）、Ｎａｕｇｈｔｏｎらに対する第５，８４２，４７７
号（１９９８年１２月１日発行）、Ｖｉｂｅ－Ｈａｎｓｅｎらに対する第６，２８３，９
８０号（２００１年９月４日発行）、およびＳａｌｚｍａｎｎらに対する第６，３６５，
４０５号（２００２年４月２日発行）に記述されている。好適な基材の制限されない例と
しては、プラスチック、組織スキャフォールド、骨置換材料（ヒドロキシアパタイト、生
体吸収性材料等）、または、軟骨置換または再生材料をその上で成長させるのに好適な他
のあらゆる材料が挙げられる。
【００５２】
　生体ポリマーは、自然発生のものであっても、発酵等により体外で生成されてもよい。
好適な生体ポリマーには、コラーゲン、エラスチン、絹、ケラチン、ゼラチン、ポリアミ
ノ酸、腸線縫合糸、多糖類（セルロースやスターチ等）、およびそれらの混合などが含ま
れる。生体ポリマーは、生体吸収性であってもよい。
【００５３】
　本願で説明される方法で使用される生体材料は、（同一患者からの）自家移植片、（同
じ種の他の個体からの）同種移植片、および／または（他の種からの）異種移植片であっ
てもよい。Ａｌｅｘａｎｄｅｒらに対する国際特許公報ＷＯ０２／２２０１４（２００２
年３月２１発行）およびＬｅｅに対するＷＯ９７／２７８８５（１９９７年８月７日発行
）も参照。ある実施形態では、材料の再吸収、炎症、および／または移植部位の周囲の組
織の傷を含め、ホストに対する免疫合併症のリスクを低くすることができるため、自己材
料が好ましい。
【００５４】
　本発明のある実施形態では、ドナー部位から組織を採取するため、および被移植部位を
準備するために、探針が使用される。ドナー部位は、異種移植片、同種移植片、または自
家移植片であってもよい。探針は、ドナー組織サンプルと被移植部位との間の良好な解剖
学的一致を得るために使用される。探針は、ドナー組織サンプルと被移植部位との間のつ
なぎ目のない、あるいはほぼつなぎ目のない一致を得るために使用される。探針は、例え
ば円筒形であってもよい。探針の遠位端は、組織への貫通が容易となるように、典型的に
は鋭い。また、探針の遠位端は、組織を受け入れるために、典型的には中空である。探針
は、その遠位端から決まった距離、例えば遠位端から１ｃｍのところにエッジを有し、そ
のエッジは、採取のために決まった深さだけ組織を貫通させるために使用されることがで
きる。エッジは、外側にあっても、探針の中空部分の中にあってもよい。例えば、整形外
科医は、膝関節等の関節の場合、探針を手に取って物理的な圧力で軟骨、軟骨下骨、およ
びその下の骨髄へとそれを入れていくことができる。外科医は、外部または内部のエッジ
が軟骨面に到達するまで探針を入れていくことができる。その時点で、エッジはそれ以上
の組織への貫通を防ぎ、それにより、一定かつ再現可能な組織への貫通を達成することが
できる。探針の遠位端は、１つ以上の刃、鋸歯状構造、または組織切断機構を含んでもよ
い。例えば、探針の遠位端は、いくつかの小さな刃から成る虹彩状の機構を含んでもよい
。手動、モータまたは電気的機構により１つまたは複数の刃が動き、それにより組織を切
断し、基盤組織から組織サンプルを分離することができてもよい。典型的には、これはド
ナー側と被移植側の間で繰り返される。虹彩状の刃の機構の場合、個々の刃が虹彩を閉じ
るように動き、それによりドナー部位から組織サンプルを分離することができてもよい。
【００５５】
　本発明の他の実施形態では、レーザ装置または高周波装置を探針の遠位端の中に統合す
ることができる。レーザ装置または高周波装置は、組織を切断し、基盤組織から組織サン
プルを分離するために使用することができる。
【００５６】
　本発明の一実施形態では、ドナー側および被移植側で同じ探針を用いることができる。
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他の実施形態では、物理的な大きさがやや異なる同様の形の探針を使用することができる
。例えば、被移植側で使用される探針は、ドナー側で使用されるものよりもやや小さくて
もよく、それにより組織サンプルまたは組織移植片と被移植部位との間の密着した適合を
得ることができる。また、被移植側で使用される探針は、ドナー側で使用されるものより
もやや短くてもよく、それによりドナー材料における基盤組織から組織サンプルを分離ま
たは切離する間に失われたいかなる組織も修正することができる。
【００５７】
　いずれの生体修復材料でも、バクテリア、ウィルス、酵母、黴、マイコプラズマ、およ
び寄生虫等の生物学的汚染物質を不活性化するために滅菌することができる。滅菌は、例
えば、ガンマ線等の放射線等、いずれの好適な技術を用いても行うことができる。
【００５８】
　本願で述べる生体材料はいずれも、ロボット機器を使用して採取することができる。ロ
ボット機器は、組織採取の電子画像からの情報を使用することができる。
【００５９】
　ある実施形態では、軟骨置換材料は、特定の生化学的組成を有する。例えば、欠陥を取
り囲む軟骨の生化学的組成は、組織サンプルを採取して化学分析を行うことにより、また
は画像技術により評価することができる。例えば、Ａｌｅｘａｎｄｅｒに対するＷＯ０２
／２２０１４は、軟骨内のグリコサミノグリカン含量をモニタリングするために、関節軟
骨の画像化にガドリニウムを使用することを開示している。軟骨置換または再生材料は、
移植部位の周りの軟骨の生化学的組成と同様の生化学的組成を得るための手法で作成また
は培養することができる。所望の生化学的組成を得るために使用する培養条件には、例え
ば様々な濃度を含めることができる。軟骨置換または再生材料の生化学的組成には、例え
ば、ある栄養素や成長因子の濃度や暴露時間を制御することにより影響を与えることがで
きる。
【００６０】
　（ＩＩＩ．装具の設計）
　軟骨および／または軟骨下骨の厚さおよび曲率の情報を使用して、関節軟骨および／ま
たは基盤となる骨の表面の物理的モデルを作成することができる。この物理的モデルは、
関節内の限定された領域を表すものであってもよく、または関節全体を包含してもよい。
このモデルは、軟骨の一部または全ての有無だけでなく、半月板の有無も考慮に入れるこ
ともできる。例えば、膝関節において、物理的モデルは、内側または外側の大腿顆のみ、
両側の大腿顆および切痕領域、内側脛骨プラトー、外側脛骨プラトー、脛骨プラトー全体
、内側膝蓋、外側膝蓋、膝蓋全体または関節全体を包含することができる。軟骨の病変領
域の場所は、例えば、ＷＯ０２／２２０１４に述べられているように、３－Ｄ座標系また
は３－Ｄユークリッド距離を使用して決定することができる。
【００６１】
　このようにして、修復すべき欠陥のサイズを決定することができる。このプロセスは、
例えば約８０％の患者が健康な外側部分を有することを考慮している。明らかなように、
全てではないが、一部の欠陥は軟骨全体よりも小さい。このように、本発明の一実施形態
では、正常な軟骨、または１つ以上の軟骨欠陥を取り囲む軽度の病変軟骨が測定される。
この厚さ寸法は、１点で、または好ましくは、例えば２点、４～６点、７～１０点、１０
点より多くの点、または残りの軟骨全体の長さにわたり、複数点で得ることができる。さ
らに、一度欠陥のサイズが決定したら、可能な限り健康な周囲組織が保存されるように、
適切な療法（関節修復システム等）を選択することができる。
【００６２】
　他の実施形態では、関節面の曲率を測定して修復材料の設計および／または成形を行う
ことができる。さらに、残りの軟骨の厚さおよび関節面の曲率の両方を測定して修復材料
の設計および／または成形を行うことができる。あるいは、軟骨下骨の曲率を測定し、得
られた寸法を使用して軟骨置換材料を選択または成形することができる。例えば、軟骨下
骨の輪郭を使用して仮想の軟骨面を再現することができる。つまり、病変軟骨の領域の縁
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を特定することができる。病変領域における軟骨下骨の形状を測定することができる。次
に、軟骨下骨の表面を軟骨面にコピーすることにより、仮想の輪郭を作成することができ
、これにより軟骨下骨表面のコピーは、病変軟骨の領域の縁に連結する。装具を成形する
際、輪郭は、既存の軟骨と接合するように、または軟骨の一部または全ての除去を考慮し
て構成することができる。
【００６３】
　図２Ａは、膝関節の脛骨プラトーでの移植に好適な関節インプラント２００をやや斜め
から見た上面図を示す。図２Ａに示されるように、インプラントは、例えば、図１Ａおよ
びＢに関して上で説明したように、２表面の評価を用いて生成することができる。
【００６４】
　インプラント２００は、上表面２０２、下表面２０４、および周辺端部２０６を有する
。上表面２０２は、向かい側の関節面を受け入れるための接合表面を形成するように形成
されるが、ここでは大腿骨を受け入れるために部分的に凹状となっている。凹状表面は、
向かい側の関節面に対する表面となるように、例えば連結する大腿骨の接合面のネガ型の
表面となるように、可変的に凹状部となることができる。当業者には理解されるように、
ネガ型の印象材は、完璧なものである必要はない。
【００６５】
　インプラント２００の上表面２０２は、様々な手段のいずれによっても成形することが
できる。例えば、上表面２０２は、表面を、既存の軟骨および／または骨の表面から、脛
骨プラトー上に投影することにより成形することができ、あるいは、大腿顆と係合すると
きに、インプラントの相補的な表面を最適化するために、大腿顆を反映するよう成形する
ことができる。あるいは、上方表面２０２は、向かい側の大腿顆に合わせ構成されたイン
プラントの下方表面と接合するよう構成することができる。
【００６６】
　下表面２０４は、関節の脛骨プラトーと一致、またはほぼ一致し、脛骨プラトーと解剖
学的に適合またはほぼ解剖学的に適合するような、凸状表面を有する。下表面はまた、脛
骨プラトーの形状に依存して、部分的に凸状であってもよい。このように、下表面２０４
は、既存の表面内に適合する、脛骨プラトーに対する表面となる。既存の表面に一致する
ように、あるいは関節の表面を加工した後に一致するように形成することができる。
【００６７】
　当業者には理解されるように、下表面２０４の凸状表面は、完璧に凸状である必要はな
い。逆に、下表面２０４は、脛骨プラトーの既存表面または表面加工後のプラトー表面に
適合する凹凸から成ることが多い。このように、表面は本質的に、可変的な凹凸である。
【００６８】
　図２Ｂは、図２Ａの関節インプラントの上面図を示す。図２Ｂに示されるように、イン
プラントの外側形状２０８は細長くてもよい。細長い形態は、楕円、半楕円、レース場の
形状を含む、様々な形状であってもよい。しかし、理解されるように、外側の大きさは、
典型的には不規則であり、楕円形等、真の幾何学的図形を形成しない。当業者には理解さ
れるように、インプラントの実際の外側形状は、矯正する関節欠陥の性質に依存して変化
する場合がある。このように、幅Ｗに対する長さＬの比は、例えば０．２５から２．０の
間で、より具体的には０．５から１．５の間で変化する場合がある。図２Ｂにさらに示さ
れるように、インプラント２００の軸を横切る長さは、インプラントの幅に沿った計測点
により変化する。例えば、図２Ｂに示すように、ＬＩ≠Ｌ２≠Ｌ３である。
【００６９】
　次に図２Ｃ～Ｅを参照すると、図２Ｂに示されたインプラントのＣ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、およ
びＥ－Ｅの線に沿った断面図が描かれている。インプラントは、それぞれｔ１、ｔ２、お
よびｔ３の厚さを有している。断面図で示されるように、インプラントの厚さは、その長
さＬおよび幅Ｗの両方に沿って変化する。インプラント２００の特定の場所での実際の厚
さは、置換される軟骨および／または骨、ならびに複製される関節接合表面の厚さの関数
となる。さらに、長さＬまたは幅Ｗに沿ったあらゆる場所でのインプラント２００の外形
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は、置換される軟骨および／または骨の関数となる。
【００７０】
　図２Ｆは、図２Ａのインプラント２００の側方図である。ここでは、インプラント２０
０の第１の端ｈ１での高さは、インプラントの第２の端ｈ２での高さとは異なる。さらに
、上端２０８は、下方向への全体的な勾配を有する。しかし、図示されるように、上端２
０８の実際の勾配は、その長さに沿って変化し、場合によっては、正の勾配を有する場合
がある。さらに、下端２１０は、下方向への全体的な勾配を有する。図示されるように、
下端２１０の実際の勾配は、その長さに沿って変化し、場合によっては、正の勾配を有す
る場合がある。当業者には理解されるように、インプラントは、一人一人の患者の生体構
造に依存して、本発明の範囲から逸脱しない範囲で、ｈ１およびｈ２が等しくなるように
、または実質的に等しくなるように作成することができる。
【００７１】
　図２Ｇは、インプラント２００が膝関節１０２０内に移植された状態を示す、本体の矢
状面に沿った断面図であり、インプラント２００の下表面２０４が脛骨プラトー１０２２
の上に配置され、大腿骨１０２４がインプラント２００の上表面２０２に配置されるよう
になっている。図２Ｈは、インプラント２００が膝関節１０２０内に移植された状態を示
す、本体の前頭面に沿った断面図である。この図から明らかなように、インプラント２０
０は、上方関節面２２４内に適合するように位置している。当業者には理解されるように
、関節面は、必要に応じて内側または外側の切子面であってもよい。
【００７２】
　図２Ｉは、インプラント２００が関節面１０２０内に移植された状態を示す、本体の軸
平面に沿った図であり、空中から、または上方から見た図を示している。図２Ｊは、代替
の実施形態の図であり、インプラントが骨の内側に近接するように、つまり脛骨プラトー
の端１０２３の方に拡大し、かつ前方および後方に広がるように、やや大きくなっている
。
【００７３】
　図２Ｋは、代替の実施形態による、本発明のインプラント２００の断面である。この実
施形態では、下表面２０４は関節アンカ２１２をさらに含む。この実施形態で図示される
ように、関節アンカ２１２は、突出部、キール、またはインプラント２００の下表面２０
４から伸びる垂直部材を形成し、例えば関節の骨に突き出る。当業者には理解されるよう
に、キールは、本体の平面に対し垂直となるかあるいは面内に収まることができる。
【００７４】
　さらに、図２Ｌに示されるように、関節アンカ２１２は、底面から見て関節アンカ２１
２が十字または「x」の外観となるように、クロス部材２１４を有してもよい。当業者に
は理解されるように、関節アンカ２１２は、関節におけるインプラント２００の安定性を
増加させるという同じ目的を達成しつつ、他の様々な形態を有してもよい。これらの形態
には、ピン、バルブ、ボール、歯等が含まれるが、これらに限定されない。さらに、希望
に応じて、１つ以上の関節アンカ２１２を設けることができる。図２ＭおよびＮは、２つ
の要素からなるインプラントの代替の実施形態の、側面および正面から見た断面図を示す
。
【００７５】
　図２Ｍに示される代替の実施形態では、大腿骨、または大腿骨インプラントの表面に対
するインプラントの平行移動を多少提供するために、下表面２０４に１つ以上のクロス部
材２２０を設けるのが望ましい場合がある。その場合、クロス部材は、インプラントの表
面に一体形成する、あるいは、インプラント２００の下表面２０４上の溝２２２内に適合
する１つ以上の別個の部分とすることができる。溝は、図２Ｎ１に示されるように単一の
経路を形成するか、あるいは図２Ｎ２に示されるように、２つ以上の経路を有することが
できる。いずれの場合も、クロスバーは図２Ｎ１～Ｎ２に示される経路内に適合する。ク
ロスバー部材２２０は、図２Ｐに示されるように、中実あるいは中空の管またはパイプ構
造を形成することができる。２つ以上のチューブ２２０が連通して平行移動を提供する場
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合、チューブをクロスバー部材に連結し、インプラント２００に対するクロスバーの動作
をさらに安定させるために、１つあるいは両方のクロス部材の表面に沿って、溝２２１を
設けることができる。当業者には理解されるように、クロスバー部材２２０は、本発明の
範囲から逸脱しない範囲で、インプラントと一体に形成することができる。
【００７６】
　図２Ｑ～Ｒに示されるように、脛骨プラトーの表面が、その上にクロスバー部材を受け
入れる経路を形成することにより準備されることが想定される。このように、インプラン
トが関節内にしっかりと収まることができることを促進しながら、膝関節が動いていると
きには軸周りの動きを提供することができる。
【００７７】
　図２Ｓ（１～９）は、インプラント２００の代替の実施形態を示す。図２Ｓに図示され
るように、鋭い角を和らげるために端を面取りしてある。図２Ｓ（１）は、隅肉または面
取り部２３０を有するインプラントを示す。隅肉は、脛骨の尾根部の後方部に対しインプ
ラントの前部に設ける。図２Ｓ（２）に示されるように、２つの隅肉２３０、２３１が設
けられ、後方の面取り面に使用される。図２Ｓ（３）では、第３の隅肉２３４が設けられ
、後方の面取り面のための２つの切断面を形成する。
【００７８】
　次に図２Ｓ（４）を参照すると、インプラントの接線が選択されておらず、３つの後方
の曲線が残っている。図２Ｓ（５）は、接線伝播の結果を示す。図２Ｓ（６）は、接線伝
播なしで底部曲線が選択されたときの設計に対する効果を示す。接線伝播および選択の結
果を図２Ｓ（７）に示す。図２Ｓ（８～９）に見られるように、得られる角はよりなだら
かであるが、関節腔の犠牲は０．５ｍｍ未満である。当業者には理解されるように、本発
明の範囲から逸脱しない範囲で、さらなる切断面を追加することができる。
【００７９】
　図２Ｔは、インプラント２００の代替の実施形態を示し、脛骨プラトー２５０の表面は
インプラントを収容するために修正されている。図２Ｔ（１～２）に示されるように、脛
骨プラトーは、関節面２５１の半分のみか、または全面２５２が修正されている。図２Ｔ
（３～４）に示されるように、後方～前方表面は、平坦２６０でも傾斜２６２していても
よい。傾斜は、前方表面に対して正であっても負であってもよい。また、傾斜は、平面内
あるいは本体内にある傾斜として、または本体の平面に対して角度を持った傾斜として、
図２Ｔのインプラントに対して用いることができる。さらに、修正した表面にインプラン
トを係止するために取付機構を設けることができる。図２Ｔ（５～７）に示されるように
、キール２６４を設けることができる。キール２６４は、矢状面または前頭面等の平面内
に載置されても、または（図２Ｔ（７）に示されるように）平面内に載置されなくてもよ
い。図２Ｔ（８）は、脛骨プラトー全体を覆うインプラントを示す。これらのインプラン
トの上表面は、図１を参照しながら説明したステップに基づき決定されたような関節の投
影形状を満たすように設計されるとともに、下表面は、関節の修正後の表面に対応するよ
うに、平坦または実質的に片端となるよう設計される。
【００８０】
　次に図３Ａ～Ｉを参照すると、図２Ａのインプラントに向かい合う関節面を提供するの
に好適なインプラントが示されている。このインプラントは、大腿骨１０２４の下方表面
上の欠陥（例えば、脛骨プラトーと接合する大腿骨顆等）を矯正するものであり、単独で
、すなわち大腿骨１０２４上で使用するか、または他の関節修復装具と組み合わせて使用
することができる。装具の表面の形成は、図２のインプラントを参照しながら上述した技
術を使用して達成することができる。
【００８１】
　図３Ａは、湾曲した接合表面３０２および　凸状関節隣接表面３０４を有するインプラ
ント３００の斜視図を示す。関節隣接表面３０４は、インプラントの骨への接続を促進す
るために設けられたアンカ３０６を考慮すると、大腿骨との解剖学的な適合またはほぼ解
剖学的な適合を成す必要はない。ここでは、アンカ３０６は、切り欠きのある頭部を有す
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る杭として示されている。切り欠きは、骨への係止プロセスを促進する。しかし、切り欠
きのない杭だけでなく、係止プロセスを促進する他の構成を有する杭、または十字ステム
を使用することができる。杭や、インプラントのその他の部分は、多孔質コーティングす
ることができる。インプラントは、骨セメントなしに、または骨セメントを使用して挿入
することができる。インプラントは、軟骨下骨に隣接するように設計可能である。すなわ
ち、軟骨下骨の輪郭に実質的に沿うことができる。これには、杭の穴を開ける以外は、骨
を除去する必要がなく、それにより骨の貯蔵が著しく保たれるという利点がある。
【００８２】
　アンカ３０６は、本発明の範囲から逸脱しない範囲で、関節におけるインプラント３０
０の安定性を増加させるという同じ目的を達成しつつ、他の様々な形態を有してもよい。
これらの形態には、ピン、バルブ、ボール、歯等が含まれるが、これらに限定されない。
さらに、希望に応じて、１つ以上の関節アンカ３０６を設けることができる。図３に示さ
れるように、インプラント３００を係止するために３つの杭が使用される。しかし、本発
明の範囲から逸脱しない範囲で、より多くの、あるいはより少ない関節アンカ、十字ステ
ム、または杭を使用することができる。
【００８３】
　図３Ｂは、骨接合表面３０４をやや斜めから見た上方図であり、インプラントを骨に係
止するために３つのアンカ３０６を使用している様子をさらに示している。各アンカ３０
６は、先に頭部３１２を有するステム３１０を有する。図３Ｃに示されるように、ステム
３１０は、骨接合表面３０４から伸びるチューブまたは円筒を形成するように平行の壁を
有する。ステムの一部は、頭部３１２の近くで細くなった首部３１４を形成する。当業者
には理解されるように、壁は平行である必要はなく、逆に円錐形状となるように傾斜して
いてもよい。さらに、首部３１４はなくてもよく、また頭部３１２もなくてもよい。前述
のように、本発明の範囲から逸脱しない範囲で、係止に好適な他の構成を使用することも
できる。
【００８４】
　次に図３Ｄを参照すると、インプラント３００の脛骨プラトー接合表面３０２が図示さ
れている。この図から明らかなように、表面は、プラトーの凹状表面に接合するために凸
状あるいは実質的に凸状となるように湾曲している。図３Ｅは、インプラント３００の上
表面３０４を示し、インプラント３００を骨に係止するために３つの杭３０６を使用して
いる様子をさらに示している。図示されるように、３つの杭３０６は、三角形を成すよう
に位置している。しかし、当業者には理解されるように、１つ以上の杭を使用することが
でき、また杭３０６の互いに対する方向は、図示されている通りでも、または所望の係止
を可能とする他のいかなる好適な方向であってもよい。図３Ｆは、図３Ｅに示される線Ｆ
－Ｆに沿った、インプラント３００の断面を示す。典型的には、杭は、インプラント表面
上で、杭が大腿顆に垂直となるように向いている（これは、杭がインプラント表面に対し
垂直とはならない場合もある）。
【００８５】
　図３Ｇは外側顆１００２および内側顆１００４を有する大腿骨１０００の軸方向の図を
示す。外側上顆１００８および内側上顆１０１０とともに、顆間窩１００６もまた示され
ている。また、大腿骨１０１２の膝蓋面も示されている。図３Ａに示されるインプラント
３００が外側顆の一部を覆っている様子が描かれている。インプラント３００の顆への係
止を促進するための杭３０６も示されている。
【００８６】
　図３Ｈは、前方の視点からの膝関節１０２０を示している。インプラント３００は、顆
の上に移植されている。図３Ｉに示されるように、インプラント３００は、図２に示され
るような脛骨プラトーの欠陥を矯正するよう設計されたインプラント２００と連通するよ
うに位置している。
【００８７】
　図３Ｊ～Ｋは、顆に設置するためのインプラント３００を示している。この実施形態で
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は、関節の準備において顆の表面に作成した切断面に接合するように、少なくとも１つの
平坦な表面または面取り面３６０が設けられている。平坦な表面３６０は、典型的には、
インプラント３００の近位面３０４の全体にわたるものではない。
【００８８】
　図４Ａは、典型的な人工膝関節全置換（「ＴＫＡ」）の人工膝４９９の設計を示してい
る。面取り面４９５とともに、後方切断面４９８、前方切断面４９７、および遠位切断面
４９６が設けられている。
【００８９】
　図４Ｂおよび４Ｃは、他のインプラント４００を示す。図４Ｂに示されるように、イン
プラント４００は、大腿骨１０１２の膝蓋面とともに外側および内側大腿顆両方を覆うよ
うに構成されている。インプラント４００は、外側顆要素４１０と、内側顆要素４２０と
、該外側顆要素４１０を該内側顆要素４２０に接続するとともに大腿骨１０１２の膝蓋面
の少なくとも一部を覆うブリッジ４３０とを有する。インプラント４００は、希望に応じ
て任意に、図２に示すような１つ以上のインプラントと向かい合ってもよい。図４Ｃは、
図４Ｂのインプラントの側面図である。図４Ｃに示されるように、インプラント４００の
上方表面４０２は、大腿顆の曲率に対応するように湾曲している。曲率は、既存の大腿顆
の１つまたは両方の実際の曲率に対応するように、または関節の表面を加工した後の大腿
顆の１つまたは両方の曲率に対応するように構成することができる。インプラントの骨へ
の係止を補助するために、１つ以上の杭４３０を設けることができる。当業者には理解さ
れるように、第１の顆に接触する上方表面が既存の顆と接合するとともに、第２の顆が修
正された顆の表面と接合するための１つ以上の平坦な表面を有するように、インプラント
を構成することができる。
【００９０】
　図４Ｄは、図４Ｂに示されるインプラント４００の上面図を示す。この図から理解され
るはずであるが、インプラント４００の下方表面４０４は、大腿顆の形状、例えば、損傷
を受けていない関節での脛骨表面に対し健康な大腿顆が示すであろう形状を満たすように
構成される。
【００９１】
　図４ＥおよびＦは、下方表面（つまり脛骨プラトー接合表面）から見たインプラントの
斜視図である。
【００９２】
　図４Ｇは外側顆１００２および内側顆１００４を有する大腿骨１０００の軸方向の図を
示す。外側上顆１００８とともに、顆間窩１００６もまた示されている。図４Ｂに示され
るインプラント４００が大腿骨１０１２の顆および膝蓋面の両方を覆っている様子が描か
れている。インプラント４００の顆への係止を促進するための杭４３０も示されている。
【００９３】
　図４Ｈは、前方の視点からの膝関節１０５０を示している。インプラント４００は、両
顆の上に移植されている。図４Ｉに示されるように、インプラント４００は、図２に示さ
れるような脛骨プラトーの欠陥を矯正するよう設計されたインプラント２００と連通する
ように位置している。
【００９４】
　当業者には理解されるように、インプラント４００は、インプラントが顆の上にスナッ
プ式にはめ込まれるように構成されるよう、記憶を有する材料から製造することができる
。あるいは、スナップ式にはめ込む必要なく表面に適合するように成形することができる
。
【００９５】
　図５Ａおよび５Ｂは、損傷した顆を修復するのに好適な、さらに別のインプラント５０
０を示す。図５Ａに示されるように、インプラント５００は、外側または内側の大腿顆５
１０の一方のみを覆うように構成されている。インプラント５００は大腿骨５１２の膝蓋
面の少なくとも一部もまた覆うという点で、このインプラントは図３のインプラントとは
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異なる。
【００９６】
　図４のインプラントと同様に、このインプラントは、任意に、図２に示されるもののよ
うな１つ以上のインプラントまたは向かい側の関節表面と向かい合うことができ、また図
３のインプラント等の他のインプラントと組み合わせることができる。図５Ｃは、図５Ａ
のインプラントの斜視図である。図５Ｃに示されるように、インプラント５００の上方表
面５０２は、それが接合する大腿顆およびそれが覆う大腿骨の膝蓋面の一部の曲率に対応
して湾曲している。インプラントの骨への係止を補助するために、１つ以上の杭５３０を
設けることができる。さらに、インプラントが接合する関節面の表面に任意に設けられた
切断面に適合する、外側顆要素の内部表面５０２に、角度の付いた表面５０３を設けるこ
とができる。
【００９７】
　図５Ｄは、図５Ａに示されるインプラント５００の斜視図を示す。この図から理解され
るはずであるが、インプラント５００の下方表面５０４は、大腿顆の投影形状、例えば、
損傷を受けていない関節での脛骨表面に対し健康な大腿顆が示すであろう形状に適合する
ように構成される。
【００９８】
　図５Ｅは、上部５１３から線（面１７）まで、および線（面１８）から底部５１５まで
延びる、ハッチ状の３点荷重支持領域を示したインプラント５００の図である。また、上
方表面から延びる杭５３０も図示されている。図５Ｆは、上方表面から延びる杭５３０を
有するインプラント５００の上方表面を示す。図５Ｆはまた、線（面１８）からインプラ
ントの上部５１３まで伸びる、ハッチ状の片持荷重支持領域を示す。各支持条件の負荷力
および方向は、直面する生理学的負荷に基づく。表１は、Ｓｅｔｈ　Ｇｒｅｅｎｗａｌｄ
による研究から抜粋した生理的負荷を示す。
【００９９】
【表１】

　本願で説明されるインプラント５００を使用して、設定１により３点荷重支持が生じる
（２９００Ｎ）。最悪の荷重条件を再現するために、７５／２５の負荷配分（２９００Ｎ
の７５％＝２１７５Ｎ）を用いる。荷重は、ベアリング表面の台座の真下に垂直に位置す
る６ｍｍ径の円形領域に集中する。
【０１００】
　図５Ｆに示される片持荷重を参照すると、荷重は設定３、つまり９０°で、７５／２５
の負荷配分（３６２５Ｎの７５％＝２７１９Ｎ）で生じる。上記の例と同様に、荷重は、
後方顆の平坦な切断面に垂直な内側顆の最後方部分の中央に位置する６ｍｍ径の円形領域
に集中する。
【０１０１】
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　図５ＧおよびＨは、インプラント５００の内側および／または外側の側面に沿って１つ
以上のレール５２１を備える、レール設計を有するインプラント５００の代替の実施形態
を示す。レール５２１は、角度の付いた表面５０３と連通する前に、内側５１７および／
または外側５１９の側面の一部に沿って伸びるように位置することができる。理解される
ように、本発明の範囲から逸脱しない範囲で、単一の側面レール５２１を設けることがで
きる。
【０１０２】
　図５Ｉは、キール設計を有するインプラント５００の他の実施形態を示す。キール５２
３（または中央に形成されたレール）は、インプラントの上方表面に設けられている。こ
の実施形態では、キール５２３は、インプラントの表面に位置しているが、側面には位置
していない。キールは、図示するように中央または実質的に中央にあっても、または中央
から外れていてもよいことが理解されるだろう。修正された関節面と連通するために、角
度の付いた表面５０３を設けることができる。あるいは、関節面が磨耗しているかまたは
修正されている場合、切断面５０３をその磨耗したまたは修正された表面に接合するよう
に構成することができる。
【０１０３】
　図５Ｊは外側顆１００２および内側顆１００４を有する大腿骨１０００の軸方向の図を
示す。外側上顆１００８および内側上顆１０１０とともに、顆間窩１００６もまた示され
ている。また、大腿骨１０１２の膝蓋面も示されている。図５Ａに示されるインプラント
５００が大腿骨１０１２の外側顆および膝蓋面の一部を覆っている様子が描かれている。
インプラント５００の顆および膝蓋面への係止を促進するための杭５３０も示されている
。
【０１０４】
　図５Ｋは、前方の視点からの膝関節１０２０を示している。インプラント５００は、外
側顆の上に移植されている。図５Ｌは、インプラント５００が内側顆１００４を覆ってい
る膝関節１０２０を示す。図５ＫおよびＬに示されるように、膝蓋面に対応するインプラ
ント５００の形状は、本発明の範囲から逸脱しない範囲で、様々な曲率を有することがで
きる。
【０１０５】
　次に、図５ＭおよびＮを参照すると、インプラント５００は、図２に示されるような脛
骨プラトーの欠陥を矯正するよう設計されたインプラント２００と連通するように位置し
ている。
【０１０６】
　本発明の他の実施形態では、インプラント５００は、顆の表面に実質的に適合するが、
図５Ｏに示すような骨への傾斜切断面に対応する少なくとも１つの平坦部分を有する、上
方表面５０２を有することができる。
【０１０７】
　次に、図５Ｐ～Ｑを参照すると、前方および後方切断面の間が７°異なる、インプラン
ト５００の側面が示されている。
【０１０８】
　図５Ｒ～Ｓは、関節面に接合する輪郭表面５６０と、前方切断面５６１と、後方切断面
５６２とを有するインプラント５００を示す。図５Ｓは、やや異なる角度からの同じイン
プラント５００を示す。図５Ｔは、関節面と接合する輪郭表面５６０と、後方表面５６２
と、遠位切断面５６３と、面取り面５６４とを有する他のインプラント５００を示す。こ
の実施形態では、前方切断面は設けられていない。図５Ｕは、側方から見た図５Ｔのイン
プラント５００を示す。典型的には、切断面はＴＫＡで必要とされる切断面よりも小さく
、すなわち典型的には１０ｍｍ未満である。このインプラントに対する切断面の設計によ
り、必要な場合に、後に膝の補正手術を行うことができる。
【０１０９】
　図６Ａ～Ｇは、インプラントの表面形状を導出するための断面６１０、６２０のグラフ
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ィック表現とともに、図５のインプラント５００を示したものである。図６Ａは、抽出さ
れた表面形状６００の上に置かれたインプラント５００の上面図を示す。このインプラン
ト５００の図は、軟骨面に近接する接合表面を設けるために、大腿骨の膝蓋面（または滑
車領域）を覆うインプラントのブリッジ部５１２に関連した切り欠き５１４を示している
。当業者には理解されるように、生体構造が異なるため、内側顆用に設計されたインプラ
ントの形状は、外側顆用に設計されたインプラントと鏡像関係にある必要はない。このよ
うに、例えば、切り欠き５１４は、大腿骨の内側顆および膝蓋面用に設計されたインプラ
ントには存在しない。したがって、インプラントは、滑車領域の全てまたは一部を含むよ
うに、あるいはそれを全く除外するように設計することができる。
【０１１０】
　図６Ｂは、他の導出された表面形状６０１に重ねられたインプラント５００の底面図を
示す。図６Ｃは、インプラント５００が、図６Ａに示される抽出された表面形状６００に
沿って伸びている様子を示す底面図である。図６Ｄは、インプラントの顆の翼状部が抽出
された表面６００を覆っている様子を示す、図６Ｃの拡大図である。図６Ｅは、表面形状
６００のグラフィック表現上に位置するインプラント５００の上面後方図を示す。図６Ｆ
は前方図であり、図６Ｇは底面後方図である。
【０１１１】
　図７Ａ～Ｃは、上述のインプラント５００と同様の、関節矯正用のインプラント７００
を示す。しかし、インプラント７００は、２つの要素から成る。第１の要素７１０は、設
計に依存して内側あるいは外側の大腿顆と係合する。第２の要素７２０は、大腿骨の膝蓋
面と係合する。上記の実施形態で述べたように、インプラント７００の表面は、遠位表面
７２２（脛骨プラトーに面する表面等）が大腿骨の自然形状の投影に基づいて成形され、
外反または内反変形用に設計を補正し、および／または大腿骨の表面を平坦化するように
構成される。あるいは、遠位表面は、脛骨プラトーと最適に接合するよう設計された表面
を備えるために、脛骨プラトーの形状に基づいて成形することができる。近位表面７２４
（大腿顆と係合する表面等）は、損傷した状態または修正した状態の大腿骨の表面を反映
するよう構成することができる。同様に、近位表面は、面取り面等を形成する１つ以上の
平坦化された部分７２６を有することができる。さらに、表面は、キール、歯、十字ステ
ム等、大腿骨への取り付けを促進する機構７２８を含んでもよい。顆部インプラントの内
側に面する部分は、テーパした表面７３０を有するとともに、膝蓋要素の外側に面する部
分もテーパした表面を有し、各要素が他の要素に対しテーパした表面７３０を向けるよう
にする。
【０１１２】
　図７に示すように、内側および外側の区画の表面を独立した関節表面に分けることによ
って、インプラントは、コンフォーマルな表面の軟骨下骨への適合性を改善することがで
きる。さらに、大腿骨の外側～前方部分は、骨の損失を引き起こす可能性のある応力から
守られる。また、インプラントの各要素がより小さいことにより、インプラントはより小
さな切開で関節内に設置されることが可能である。最後に、膝蓋要素の磨耗も改善される
。
【０１１３】
　図８Ａ～Ｆは、インプラント８１０を備えた膝蓋００を示す。インプラント８１０は、
希望に応じて、１つ以上の杭、十字ステム、または他の係止機構を有することができる。
当業者には理解されるように、本発明の範囲から逸脱しない範囲で、本開示の教示を利用
して他の設計を成すことができる。図８Ａは、無傷の膝蓋８００の斜視図を示す。図８Ｂ
は、膝蓋８００の１つの表面を示しており、膝蓋８００の１つの表面が、インプラントと
接合するための滑らかな表面８０２を形成するために切断されている。図８Ｃは、インプ
ラント８１０が滑らかな表面８０２上に位置している膝蓋８００を示す。インプラント８
１０は、膝蓋８０２の滑らかな表面と、プレート８１２上に位置するドーム８１４に隣接
するプレート状構造８１２を有し、ドームは元位置として膝蓋の隆線の場所に一致するよ
うに位置するようになっている。インプラント８１０は、図示されるように、プレートの



(23) JP 5777847 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

端が、膝蓋の実際の端から１ｍｍずれているように構成することができる。当業者には理
解されるように、プレート８１２およびドーム８１４は、単一ユニットとして形成されて
も、複数の要素から形成されてもよい。図８Ｄは、膝蓋８００上に位置するインプラント
８１０の側面図である。図示されるように、ドームは中心からずれるようにインプラント
上に位置する。ドームの最適な位置づけは、膝蓋の隆線の位置により決定されるだろう。
【０１１４】
　次に図８Ｅ～Ｆを参照すると、インプラントのドーム８１４の位置が膝蓋の隆線の場所
に対応することを図示するために、修正されていない膝蓋８００の上に重ねられたインプ
ラント８１０が示されている。
【０１１５】
　図８Ｇ～Ｊは、膝蓋インプラントの代替の設計を示す。図８Ｇは、膝蓋を係止するため
にそこから伸びる杭８５４を有する平坦な下方表面８５２を備えた、ブランクとしての初
期段階の状態のインプラント８５０を示す。関節表面または上方表面８６０は、丸型ドー
ム８５６と、骨の切断面に一致するように機械加工することができる丸型プレート部８５
８とを有する。関節表面８６０は、へりのついたドームを有する、「帽子」またはソンブ
レロのような外観を有する。ドーム８５６の中心は、ベアリング表面の中心でもある。へ
り８５８は、特定の患者の必要性を満たすように切断される。図８Ｊは、図８Ｇ～Ｉに示
されるブランクから形成されているインプラントを示す。図８Ｉでは、図解することを目
的として、複数の可能な切断線８６２、８６２’が示されている。
【０１１６】
　図９Ａ～Ｃは、インプラントの組み合わせが移植された膝１０２０の側方図である。図
９Ａにおいて、顆９００を覆うインプラントが示されている。好適なインプラントは、例
えば、図３～８に示されるものであり、理解されるように、前方から後方を覆われた顆の
部分は、重量を支える全ての表面、その一部、または重量を支える表面よりも大きな表面
を含むことができる。このように、例えばインプラントは、分界溝の前あるいは分界溝の
後（例えば、関節面への荷重負担がなくなる領域と一致する大腿骨上の溝）に終端するよ
う構成することができる。図９Ａ～Ｂに示されるように、膝蓋インプラント９００もまた
設けられる。図９Ｃは、顆部インプラント９００と、膝蓋インプラント８００と、脛骨プ
ラトー用のインプラント２００とを有する膝を示す。
【０１１７】
　図１０Ａ～Ｄは、上述の１つ以上のインプラントが移植された膝関節の前頭面の代替的
な図である。図１０Ａは、脛骨インプラント２００が設置された膝を示す。図１０Ｂは、
顆部インプラント３００が設置された膝を示す。上述したように、関節の動きを回復する
ために、本願で教示される複数のインプラントを関節に設置することができる。図１０Ｃ
は、２つのインプラントを備えた膝関節を示す。まず、脛骨インプラント２００を脛骨プ
ラトーに設置し、第２のインプラント３００を向かい合う顆に設置する。当業者には理解
されるように、インプラントが互いに接合面を向けるように、あるいは向けないようにイ
ンプラントを設置することができる。例えば、脛骨インプラント２００が膝の内側の区画
に設置され、顆部インプラント３００が外側の区画に設置される。当業者には、他の組み
合わせも理解されるだろう。次に図１０Ｄを参照すると、脛骨インプラント２００が両顆
用インプラント５００とともに設置されている。上述したように、これらのインプラント
は、膝関節の同じ区画に関連してもよいが、そうである必要はない。
【０１１８】
　関節置換システムは、脛骨形状、大腿骨形状、および／または膝蓋形状の性状を反映す
るように設計することができる。脛骨形状および大腿骨形状は、軟骨、骨、またはその両
方を含むことができる。さらに、インプラントの形状は、半月板等の他の関節構造の一部
または全てを含むこともできる。半月板は、特に歩行中あるいは荷重がかかっている間圧
縮可能である。このため、荷重がかかっている間、あるいは身体的活動の間の半月板の圧
縮を考慮して、半月板形状の性状を取り入れるようにインプラントを設計することができ
る。例えば、軟骨もしくは骨、またはその両方を含め、脛骨プラトーの形状に一致するよ
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うに、インプラント２００の下面２０４を設計することができる。インプラント２００の
上方表面２０２は、脛骨の関節面（特に半月板により覆われていない領域）と半月板の複
合としてもよい。このように、装具の外面は、半月板の高さを反映したものであってもよ
い。これは、圧縮を考慮して、例えば圧縮されていない半月板の高さの２０％、４０％、
６０％または８０％となることができる。
【０１１９】
　同様に、軟骨もしくは骨、またはその両方を含め、大腿顆の形状に一致するように、イ
ンプラント３００の上方表面３０４を設計することができる。インプラント３００の下方
表面３０２は、脛骨プラトーの表面（特に半月板により覆われていない領域）と半月板の
複合としてもよい。このように、装具の外面の少なくとも一部は、半月板の高さを反映し
たものであってもよい。これは、圧縮を考慮して、例えば圧縮されていない半月板の高さ
の２０％、４０％、６０％または８０％となることができる。また、図４～８に示すイン
プラントにも、これらの同様の性質を適用することができる。
【０１２０】
　ある実施形態では、半月板形状を反映した装具の外面は、他の、好ましくは圧縮可能な
材料で作成することができる。圧縮可能な材料が選択される場合、半月板の圧縮性および
生体力学的挙動と実質的に一致するように設計するのが好ましい。一般に、装具の全体を
、そのような材料または非金属材料で作成することができる。
【０１２１】
　修復するいずれの関節面に対する半月板の高さおよび形状も、画像検査で直接測定を行
うことができる。半月板の一部、あるいは全てが裂けている場合、半月板の高さおよび形
状は、反対側の関節の寸法から、あるいは半月板の大きさの推定値を提供することができ
る他の関節構造の寸法を使用して、導出することができる。
【０１２２】
　他の実施形態では、インプラント３００、４００、または５００の上方面を、大腿骨に
従って成形することができる。形状は、好ましくは脛骨プラトーに対する大腿骨の動きの
パターンから導出することが可能であり、これにより、大腿顆が脛骨および半月板上で収
縮、伸張、回転、平行移動、および滑走する際の、骨形状および脛骨大腿骨接触領域の変
動を考慮することができる。
【０１２３】
　動きのパターンは、蛍光透視、ＭＲＩ、歩行分析、およびそれらの組み合わせ等、当技
術分野では知られている、いかなる現行の、あるいは将来の試験を使用しても測定するこ
とができる。
【０１２４】
　様々な実施形態において、関節インプラントは、摺動自在に係合して可動性ベアリング
を形成する２つ以上の要素を含んでもよい。可動性ベアリングは、脛骨に対する大腿骨の
膝部の動作等、関節におけるより拘束されない、またはより生理学的な動作を提供するの
助ける。
【０１２５】
　図１１Ａは、本発明の一実施形態による、可動性ベアリングを含む関節インプラント１
１００を示す。インプラント１１００は第１の要素１１０２と、ベアリング要素１１０１
とを含む。第１の要素１１０２は、関節の骨または軟骨と係合するための骨接表面１１０
４と、外部表面１１０５とを含む。ベアリング要素１１０１は、前記第１の要素１１０１
の外部表面と摺動自在に係合するための第１の表面１１０６と、第２の要素１１０３、お
よび／または他の骨または軟骨の表面との関節運動のための第２の表面１１０７とを含む
。
【０１２６】
　骨接表面１１０４は、実質的に切断されていない関節軟骨表面、および／または実質的
に切断されていない軟骨下骨表面の鏡像となり、係合してもよい。骨接表面は、これに限
定されないが、上述の画像化およびモデリングの技術を使用して形成することができる。
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骨接表面１１０４は、既存の基盤となる表面と一致および適合して、自然の関節構造を複
製するように、解剖学的なまたはほぼ解剖学的な適合を達成することができる。そのよう
な非侵襲性的手法は、関節骨表面の外科的切除を必要としないという点で有利である。
【０１２７】
　様々な実施形態において、関節インプラント１１００は、これらに限定されないが、腰
、膝、足首、肩、肘、手首、または手に使用されるように構成することができる。例えば
、関節インプラント１１００は、膝を対象として、第１の要素１１０２の骨接表面１１０
４が脛骨関節面と係合し、ベアリング要素１１０１の第２の表面１１０７が大腿要素１１
０３と関節結合を成してもよい。
【０１２８】
　ベアリング要素１１０１および第１の要素１１０２の間のベアリング表面は、制限され
ないが、図１１Ａに示されるように平坦であってもよい。例えば膝インプラントにおいて
大腿骨に面してもよい（または、例えば大腿顆の一部を覆うインプラント１１０３に面し
てもよい）、ベアリング要素１１０１の第２の表面は、本発明の様々な実施形態によれば
、図１１Ｂ～Ｊに示すように、前後方向および／または内外側方向両方に一定または変化
する半径を有してもよい。例えば、膝インプラントにおけるベアリング要素１１０１の第
２の表面１１０７は、置換した半月板軟骨の上方表面に一致するように、および／または
大腿骨インプラントおよび／または関節面との適正な関節運動を提供するように、１つ以
上の凹部および／または凸部を含んでもよい。
【０１２９】
　図１２Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、例えば膝インプラントにおける脛骨
プラトー（図示せず）等、関節に固定して係止することができる可動性ベアリングを有す
る関節インプラント１２００を示す。例えば、関節インプラント１２００の第１の要素１
２０２の骨接表面上に位置する１つ以上の羽根１２０５および１２０６が、脛骨プラトー
に関節インプラント１２００を係止するために使用されてもよい。羽根１２０５および１
２０６は、互いに対し垂直であってもよく、また９０度以外の角度で配向してもよい。図
１２Ｂに示されるように、前後方向の羽根１２０５の中心に、横断する羽根１２０６が位
置してもよい。他の実施形態では、図１２Ｄ～Ｅに示されるように、横断する羽根１２０
６は、前後方向の羽根の中心に対し前方または後方に位置してもよい。
【０１３０】
　あるいは、本発明の様々な実施形態によれば、図１２Ｆ～Ｈに示されるように、関節要
素１２００は、１つ以上の杭１２１０により脛骨プラトー（ただしこれに制限されない）
に係止されてもよい。これらの杭１２１０は、図１２Ｆに示されるように、関節面に垂直
であってもよく、あるいは図１２Ｇに示されるように、関節面に対して９０度以外の角度
をもっていてもよい。杭は、図１２Ｆに示されるように、長さが同じであっても、または
図２Ｈに示されるように、異なる長さであってもよい。前方切開において、後方の杭がよ
り短ければ、切開の大きさを縮小することにより、より低侵襲的な手法が可能になるとい
う点で有利である。
【０１３１】
　当技術分野で知られたいかなる係止機構も使用可能である。
【０１３２】
　関節インプラント１２００の第１の要素１２０２の骨接表面は、脛骨を切断することな
く、係止機構が骨に突き出しているだけの状態で、軟骨下骨および／または関節軟骨の上
に載置され、適合してもよい。あるいは、外科医は、関節面（膝インプラントにおける脛
骨プラトー等）を切断してもよく、インプラントはその切断面の上に載置されることがで
きる。当技術分野で知られた標準的な関節面切断技術を使用することができる。様々な実
施形態において、いかなる係止機構または切断をも必要とすることなく、第１の要素がそ
れだけで十分位置付けられるように、骨接表面が軟骨下骨および／または関節軟骨と適合
できることに留意されたい。
【０１３３】
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　図１３Ａは、本発明の一実施例による、ベアリング要素１３０１と、平坦ではなく湾曲
した第１の要素１３０２との間のベアリング表面を有する関節インプラント１３００を示
す。例えば、第１の要素１３０２の外部表面１３０５は、ベアリング要素１３０１に向か
って１つ以上の側部で上方に持ち上がった凹状であってもよい。ベアリング要素１３０１
の第２の表面１３０７（例えば、膝インプラントにおいて大腿骨に面する）は、前後方向
および／または内外側方向両方に一定または変化する半径を有してもよい。変化する半径
は、顆の屈曲または平行移動の間の異なる大腿骨半径を収容することができる点で有利で
ある。
【０１３４】
　様々な実施形態において、図１３Ｂに示すように、ベアリング要素１３０１と第１の要
素１３０２との間のベアリング表面は平坦であってもよく、ベアリング要素１３０１の第
２の表面１３０７（例えば、膝インプラントにおいて大腿要素に面する）も平坦であって
もよい。他の実施形態において、図１３Ｃに示すように、ベアリング要素１３０１と第１
の要素１３０２との間のベアリング表面は湾曲していてもよく、ベアリング要素１３０１
の第２の表面１３０７もまた湾曲していてもよい。さらに他の実施形態において、図１３
－Ｄに示すように、ベアリング要素１３０１と第１の要素１３０２との間のベアリング表
面が平坦であり、ベアリング要素１３０１の第２の表面１３０７が平坦で、大腿要素１３
０３が一方向（好ましくは膝インプラントの前頭面の次元）で平坦であってもよい。
【０１３５】
　他の実施形態において、図１３Ｅに示すように、関節インプラント１３００のベアリン
グ要素１３０１は、１次元以上において第１の要素１３０２よりも小さくてもよい。他の
実施形態において、図１３Ｆに示すように、ベアリング要素１３０１は、１次元以上にお
いて第１の要素１３０２よりも長くてもよく、あるいは、図３Ｇに示すように、第１の要
素１３０２と長さまたは幅またはその両方が実質的に同じとなることができる。
【０１３６】
　図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む関節インプ
ラントの第１の要素１４０２の周囲、キールおよび杭の上面図を示す。図１４Ａは、本発
明の実施形態による、関節インプラントの第１の要素１４０２を示しているが、ここでは
例示として脛骨インプラントであり、実質的に半径が一定の周囲を有する。他の実施形態
では、図１４Ｂに示すように、第１の要素１４０２は半径が変化してもよい。図１４Ｃは
、半径が変化し、顆間切痕領域の方に向いた実質的に真直ぐの表面を有する、第１の要素
１４０２の例を示す。他の実施形態において、図１４Ｄに示すように、顆間切痕の方に向
いた表面は、少なくとも一部が凸状であってもよい。図１４Ｄにおいて、凹部は術中に脛
骨の尾根部を避けるのを助け、図１４Ｄ～Ｇに示すように、第１の要素の外周は腎臓の形
をしている。図１４Ｅ～Ｇは、凹状および凸状の脛骨要素の周囲や、様々なキール１４２
０（図１４Ｅ）、杭１４３０（図４Ｆ～Ｇ）を備えた、様々な実施形態を示している。
【０１３７】
　図１４Ｈは、本発明の一実施形態による、取り付け用に２つの例示的な杭１４３０を使
用した、周囲が実質的に丸い第１の要素１４０２を示す。図１４Ｉは、取り付け用に２つ
の例示的な杭１４３０を使用した、例示的な半月状の第１の要素１４０２を示す。第１の
要素１４０２の外周は、実質的に丸くてもよく（図１４Ｈ）、またはより尖った性状を含
むことができる（図１４Ｉ）。
【０１３８】
　図１４Ｊは、本発明の一実施形態による、係止用に単一の羽根１４２０を備えた第１の
要素１４０２を示す。本発明の他の実施形態による、係止用に２つの垂直に配置されたキ
ール１４２０を備えた第１の要素１４０２を図１４Ｋに示す。
【０１３９】
　図１４Ｌは、実質的に矢状面に位置する羽根１４２０に対し、より前方に移動した、実
質的に前頭面に位置する羽根１４２０を備えた、本発明の一実施形態による第１の要素１
４０２を示す。図１４Ｍ～Ｎは、キール１４２０の可能な構成の他の例を示す。
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【０１４０】
　図１５Ａは、本発明の一実施形態による、ベアリング要素１５０１の第２の表面１５０
７が矢状面において一定の半径を有する、関節インプラント１５００を示す。図１５Ｂは
、ベアリング要素１５０１の第２の表面１５０７が矢状面において変化する半径を有する
、関節インプラント１５００を示す。図１５Ｃは、ベアリング要素１５０１の第２の表面
１５０７が、前頭面において、例えば大腿顆の半径と実質的に一致する（あるいは、例え
ば大腿顆の一部を覆うインプラント１５０３と一致する）一定の半径を有する、関節イン
プラント１５００を示す。図１５Ｄは、ベアリング要素１５０１の第２の表面１５０７が
、前頭面において、例えば大腿顆の半径と実質的に一致しない（あるいは、例えば大腿顆
の一部を覆うインプラント１５０３と一致しない）一定の半径を有する、関節インプラン
ト１５００を示す。
【０１４１】
　図１６Ａは、ベアリング要素１６０１と、非対称で様々な曲率半径を有する第１の要素
１６０２との間のベアリング表面を備えた、本発明の一実施形態による関節インプラント
１６００を示す。半径は、１次元以上で変化してもよい。半径は、第１の要素１６０２の
外部表面１６０５とベアリング要素１６０１の第１の表面１６０６とが、例えば膝インプ
ラントにおける、脛骨大腿骨回転や平行移動に一致する、要素の生理学的動作に近い動作
をシミュレートするように選択される。ベアリング表面は、１つ以上の凸部および／また
は凹部を含むがこれに限定されない。例えば膝インプラントにおいて大腿顆に面するベア
リング要素１６０１の第２の表面１６０７は、実質的に一定の半径を有するが、これに限
定されない。
【０１４２】
　図１６Ｂは、ベアリング要素１６０１と、対称で一定の半径を有する第１の要素１６０
２との間のベアリング表面を備えた、本発明の一実施形態による関節インプラント１６０
０を示す。半径は、１次元以上のみにおいて一定であってもよい。
【０１４３】
　図１６Ｃは、ベアリング要素１６０１と、非対称で様々な半径を有する第１の要素１６
０２との間のベアリング表面を備えた関節インプラント１６００を示す。例えば膝インプ
ラントにおいて大腿顆に面するベアリング要素１６０１の第２の表面１６０７は、実質的
に一定の半径を有するが、これに限定されない。
【０１４４】
　図１６Ｄ～Ｅは、ベアリング要素１６０１と非対称で様々な半径を有する第１の要素１
６０２との間のベアリング表面と、同じく様々な半径を有する、ベアリング要素１６０１
の第２の表面１６０７とを備えた、本発明の様々な実施形態による関節インプラント１６
００を示す。図１６Ｄにおいて、第２の要素（例えば、膝インプラントにおける大腿要素
）１６０３は、実質的に一定の半径を有する。図１６Ｅにおいて、第２の要素１６０３は
、変化する半径を有する。
【０１４５】
　図１６Ｆは、半径は変化するが第２の要素１６０３の半径と実質的に一致するベアリン
グ要素１６０１の第２の表面１６０７を有する、本発明の一実施形態による関節インプラ
ント１６００を示す。図１６Ｇは、半径は変化するが第２の要素１６０３の半径と実質的
に一致しないベアリング要素１６０１の第２の表面１６０７を有する、本発明の一実施形
態による関節インプラント１６００を示す。
【０１４６】
　図１６Ｈは、本発明の一実施形態による、矢状面における脛骨インプラント等の関節装
具１６００を示し、矢状面において半径が変化する、ベアリング要素１６０１と第１の要
素１６０２とのベアリング表面と、実質的に一定の半径を有する、第２の要素１６０３（
大腿顆等）に面するベアリング要素１６０１の第２の表面１６０７とを有する。最小半径
はベアリング表面の前方に見られる。
【０１４７】
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　図１６Ｉは、本発明の一実施形態による、矢状面における脛骨インプラント等の関節装
具１６００を示し、矢状面において半径が変化する２つの要素１６０１および１６０２の
ベアリング表面と、実質的に一定の半径を有する、第２の要素１６０３（大腿顆等）に面
するベアリング要素１６０１の第２の表面１６０７とを有する。最小半径はベアリング表
面の後方に見られる。
【０１４８】
　図１６Ｊ～Ｋは、本発明の様々な実施形態による矢状面におけるインプラントを示し、
矢状面において半径が変化する２つの要素１６０１および１６０２のベアリング表面と、
同じく半径が変化する、第２の要素１６０３（大腿顆等）に面するベアリング要素１６０
１の第２の表面１６０７とを有する。図１６Ｊにおいて、第２の要素１６０３に面する上
面の比較的小さな半径が、中央から後方に見られる。図１６Ｋにおいて、第２の要素１６
０３に面する上面の比較的小さな半径が、前方に見られる。
【０１４９】
　図１７ａ～ｄは、本発明の様々な実施形態による、ベアリング要素１７０１が第１の要
素１７０２に摺動自在に係合した関節インプラント１７００を示す。ベアリング要素１７
０１の第１の表面１７０６は、第１の要素１７０２における陥凹したスロット１７０９に
差し込まれ、それにより下の要素に対する上の要素のずれの危険性を低減する、アンカ１
７０８（延長部とも呼ばれる）を含む。
【０１５０】
　図１７Ｅ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、第１の要素１７０２の陥凹したスロ
ット１７０９の例示的な位置および構成を示す。陥凹したスロット１７０９の形状は、ベ
アリング要素１７０１が歩行中または他の膝の活動中に移動する方向を決定する。図１７
Ｅでは、前後方向の真直ぐな動作のみが可能である。図１７Ｆでは、ベアリング要素１７
０１は、第１の要素１７０２に対し一定の半径に沿った動きが可能である。図１７Ｇでは
、ベアリング要素１７０１は前後方向に動くことができるが、最も前方において、ベアリ
ング要素１７０１がある程度回転することができる。図１７Ｈでは、ベアリング要素１７
０１の回転は後方で生じ、陥凹したスロット１７０９は後方のみが湾曲している。
【０１５１】
　図１７Ｉ～Ｊは、陥凹したスロット１７０９の半径が軸方向の面において変化し、それ
により前後方向の動きだけでなく、膝の屈曲や伸張、および歩行に伴うベアリング要素１
７０１の漸次的な一定の回転が可能な実施形態を示す。
【０１５２】
　図１７Ｋは、陥凹したスロット１７０４を備えた関節装具１７００の例であり、ベアリ
ング要素１７０１の大きな前後方向の動作と、前方でのある程度の回転が可能である。図
１７Ｌにおいて、前後方向の動作は、陥凹下スロット１７０４のその次元における長さを
短くすることにより制限される。
【０１５３】
　さらなる実施形態において、陥凹したスロット１７０４は、ベアリング要素１７０１の
動作をさらにガイドする、変化する勾配を有してもよい。
【０１５４】
　図１８Ａ～Ｆは、ベアリング要素１８０１の一次元以上の動作を抑制する停止部１８１
０を有する、本発明の様々な実施形態による可動性ベアリング関節インプラント１８００
を示す。制限されることなく、１つの停止部（図１８Ａ～Ｄ）または２つの停止部（図１
８Ｅ～Ｆ）があってもよい。
【０１５５】
　図１８Ａは、本発明の一実施形態による関節インプラント１８００を示し、ベアリング
要素１８０１と第１の要素１８０２との間の１次元以上における平坦なベアリング表面と
、ベアリング要素１８０１の第２の表面１８０７の曲面と、この方向におけるベアリング
要素１８０１の動きを抑制する左側の停止部１８１０とを備える。停止部１８１０は、典
型的には顆間切痕の近くに位置し、ベアリング要素１８０１のこの方向における動きを抑
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制する。停止部は、真直ぐあるいは湾曲しているが、これに限定されない。停止部は、突
然停止するのではなく、抵抗が増えていくように勾配を有してもよい。
【０１５６】
　図１８Ｂは、本発明の一実施形態による関節インプラント１８００を示し、ベアリング
要素１８０１と第１の要素１８０２との間の１次元以上における平坦なベアリング表面と
、第２の要素１８０３に面する表面である、ベアリング要素１８０１の平坦な第２の表面
１８０７と、この方向におけるベアリング要素１８０１の動きを抑制する左側の停止部１
８１０とを備える。
【０１５７】
　図１８Ｃは、本発明の一実施形態による関節インプラント１８００を示し、ベアリング
要素１８０１と第１の要素１８０２との間の１次元以上における湾曲したベアリング表面
と、ベアリング要素１８０１の第２の表面１８０７の曲面と、この方向におけるベアリン
グ要素１８０１の動きを抑制する左側の停止部１８１０とを備える。ベアリング要素１８
０１と第１の要素１８０２との間のベアリング表面の半径は、実質的に一定であってもよ
い。
【０１５８】
　図１８Ｄは、本発明の一実施形態による関節装具１８００を示し、ベアリング要素１８
０１と第１の要素１８０２との間の１次元以上における湾曲したベアリング表面と、ベア
リング要素１８０１の平坦な第２の表面１８０７と、この方向におけるベアリング要素１
８０１の動きを抑制する左側の停止部１８１０とを備える。ベアリング要素１８０１と第
１の要素１８０２との間のベアリング表面の半径は可変である。この例では、ベアリング
要素１８０１に面する第１の要素１８０２の外部表面１８０５の半径は、可変であるだけ
でなく、ある領域においては、第１の要素１８０２に面するベアリング要素１８０１の第
１の表面１８０６の半径とは異なる。
【０１５９】
　図１８Ｅ～Ｆは、例えば内側に１つと外側に１つ、あるいは前方に１つと後方に１つ等
、２つの停止部１８１０を備えた、本発明の様々な実施形態による関節インプラント１８
００を示す。図１８Ｅにおいて、ベアリングおよび第１の要素１８０１および１８０２の
ベアリング表面は、一定の半径で湾曲しており、例えば膝インプラントにおいて大腿骨に
面するベアリング要素１８０１の第２の表面１８０７は、実質的に一定の半径で湾曲して
いる。図１８Ｆにおいて、ベアリングおよび第１の要素１８０１および１８０２のベアリ
ング表面は、一定の半径で湾曲しており、例えば膝インプラントにおいて大腿骨に面する
ベアリング要素１８０１の第２の表面１８０７は、１次元以上において平坦である。
【０１６０】
　図１９Ａ～Ｅは、停止部１９１０に関連した様々な実施形態を示す。停止部１９１０は
、例えば前後方向に向いて真直ぐであってもよい（図１９Ａ）。停止部１９１０は、一定
の半径で湾曲していてもよい（図１９Ｂ）。ベアリング要素（点線）１９０１は、第１の
要素１９０２に比べ大きくてもよく、例えば第１の要素１９０２の８５％を覆い、それに
より前後方向の動きと回転の量を制限してもよい（図１９Ｂ）。ベアリング要素（点線）
１９０１は、第１の要素１９０２に比べ小さくてもよく、例えば第１の要素１９０２の７
０％のみを覆い、それにより前後方向の動きと回転の量をより多くしてもよい（図１９Ｃ
）。
【０１６１】
　停止部１９１０は、半径が変化しながら湾曲していてもよく、真直ぐな部分を含むこと
ができる（図１９Ｄ）。停止部１９１０は半径が変化しながら湾曲し（図１９Ｅ）、例え
ば、ベアリング要素１９０１に実質的に一致してもよい（図１９Ｅ）。この設計では、停
止部１９１０は、第１の要素に対するベアリング要素の方向に影響し、これをガイドする
ことができる。好ましくは、このガイドは、生理学的動作に近い動作を達成するために使
用されてもよい。
【０１６２】
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　図２０Ａ～Ｃは、本発明の様々な実施形態による、形状の異なる上（点線）および下（
実線）のベアリング要素２００１および第１の要素２００２を示す。ベアリング要素２０
０１は、第１の要素２００２の形状と実質的に同じでも実質的に異なってもよい。ベアリ
ング要素２００１および第１の要素２００２は、１つ以上の真直ぐな部分、凸部分、また
は凹部分を有してもよいが、これらに限定されない。
【０１６３】
　本願で説明される様々な関節インプラントは、これに限定されないが、内側または外側
の単顆型人工膝関節置換（ｕｎｉｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔａｌ　ａｒｔｈｒｏｐｌａｓｔ
ｙ）、内側または外側の、１つの大腿顆の一部または全てを対象とする両顆型人工膝関節
置換（ｂｉｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔａｌ　ａｒｔｈｒｏｐｌａｓｔｙ）、滑車、および人
工膝関節全置換システムを含む、膝インプラントに関連して使用することができる。人工
膝関節全置換システムでは、内側および外側の脛骨の人工装具を組み合わせて使用するこ
とにより、顆間領域を保存することができる。どちらの装具も固定された非可動ベアリン
グであってもよく、または両方とも可動ベアリングであってもよく、または一方が固定さ
れた非可動ベアリングで、片方が可動ベアリングであってもよい。本願で説明される関節
インプラントは、腰、足首、肩、肘、手首、および手にも装備することができる。
【０１６４】
　様々な実施形態において、関節インプラントは１つ以上の可動性ベアリングを有しても
よい。
【０１６５】
　可動性ベアリングインプラントに使用される様々な要素は、金属、プラスチック、セラ
ミック、または当技術分野で知られた他のいかなる材料から成っていてもよい。１つが金
属で１つがプラスチック等、異なる要素が異なる材料から成ってもよい。あるいは、ベア
リング表面にはセラミック等の同一の材料のみを使用してもよい。各要素のベアリング表
面は、大腿顆に面する側部にはセラミック、下面には金属等、材料組成が異なってもよい
。　本願で説明されるように、様々なサイズ、曲率、および厚さの修復システムを得るこ
とができる。これらの修復システムの目録を作成して保存し、一人一人の患者のための適
切なシステムを選択できるシステムのライブラリを作成することができる。すなわち、特
定の患者における欠陥、または関節面を評価して、ライブラリから好適な形状およびサイ
ズを有する予め作成された修復システムを選択し、さらなる操作（成形等）や移植を行う
。
【０１６６】
　（ＩＶ．製造）
　（Ａ．成形）
　例えば、必要となる軟骨材料の厚さが均一でない場合等（軟骨置換または再生材料が異
なる厚さを必要とする場合等）、修復材料の成形は、場合により形成（例えば所望の厚さ
までの成長）の前または後に必要となる。
【０１６７】
　置換材料は、これらに限定されないが、鋳造技術、機械研磨、レーザアブレーションま
たは切断、高周波処理、凍結切断（ｃｒｙｏａｂｌａｔｉｏｎ）、栄養素、酵素、または
成長因子の様々な暴露時間および濃度、ならびに軟骨の厚さに影響するまたはそれを変化
させるのに好適な他のあらゆる手段を含む、いずれの好適な技術によっても成形すること
ができる。例えば、Ｍａｎｓｍａｎｎに対するＷＯ００／１５１５３（２０００年３月２
３日）を参照。酵素消化が使用される場合は、軟骨置換または再生材料の異なる部分にお
ける該材料の異なる厚さおよび曲率を達成する手段として、軟骨置換または再生材料のあ
る部分は高用量の酵素に暴露することができるか、またはより長く暴露することができる
。
【０１６８】
　材料は、手作業で、および／または、例えば予め選択された厚さおよび／または曲率が
入力されている装置を用い、所望の形状を得るためにその入力された情報を用いて装置を
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プログラムすることにより、自動的に成形することができる。
【０１６９】
　軟骨修復材料の成形に加えて、あるいはその代わりに、移植部位（骨表面、残余したあ
らゆる軟骨材料等）もまた、修復材料の一体化を高めるためのあらゆる好適な技術により
成形することができる。
【０１７０】
　（Ｂ．サイジング）
　関節修復システムは、周囲または隣接した軟骨、軟骨下骨、半月板および／または他の
組織とのほぼ解剖学的な適合または一致を達成するように、形成または選択することがで
きる。修復システムの形状は、電子画像の分析（ＭＲＩ、ＣＴ、デジタルトモシンセシス
、光コヒーレンス断層撮影法等）に基づくことができる。関節修復システムが病変軟骨ま
たは失われた軟骨の領域を置換するよう意図するものであれば、電子画像における健康軟
骨の形状の仮想再建を提供する方法を用いて、ほぼ解剖学的な適合を達成することができ
る。
【０１７１】
　本発明の一実施形態では、該軟骨欠陥または病変軟骨に健康軟骨表面を外挿することに
より、軟骨欠陥の位置でのほぼ正常な軟骨表面を再建することができる。これは、例えば
、パラメトリック曲面（Ｂスプライン曲面等）を用いて健康軟骨を表現することにより達
成することができるが、その場合パラメトリック曲面が健康軟骨の輪郭に沿っていき、軟
骨欠陥または病変軟骨の領域をブリッジするように、制御点が配置される。パラメトリッ
ク曲面の連続性により、軟骨欠陥または病変軟骨の領域をブリッジする部分の、周囲の健
康軟骨の輪郭との滑らかな一体化が提供される。軟骨欠陥または病変軟骨の領域上のパラ
メトリック曲面の部分を使用して、周囲の軟骨と一致する関節修復システムの形状または
一部の形状を決定することができる。
【０１７２】
　他の実施形態では、形態学的画像処理を用いて、軟骨欠陥または病変軟骨の領域の位置
でのほぼ正常な軟骨面を再建することができる。第１のステップでは、手動、半自動、お
よび／または自動のセグメンテーション技術（手動によるトレース、領域拡張、ライブワ
イヤ（ｌｉｖｅ　ｗｉｒｅ）、モデルベースのセグメンテーション等）を使用して、電子
画像から軟骨を抽出し、二値画像とすることができる。軟骨における欠陥は、適切に選択
された構造化要素を用いた２－Ｄまたは３－Ｄの形態学的な閉鎖操作により満たすことが
できるくぼみとして表示される。閉鎖操作は、典型的に、拡大とその後の縮小として定義
される。拡大演算子（ｄｉｌａｔｉｏｎ　ｏｐｅｒａｔｏｒ）は、構造化要素の少なくと
も１つが元画像における領域中にある場合、出力画像における現在のピクセルを１に設定
する。縮小演算子（ｅｒｏｓｉｏｎ　ｏｐｅｒａｔｏｒ）は、全構造化要素が元画像にお
ける領域中にある場合、出力画像における現在のピクセルを１に設定する。軟骨欠陥また
は病変軟骨の領域を満たすことにより、該軟骨欠陥または病変軟骨の領域上に、周囲の軟
骨または軟骨下骨と一致する関節修復システムの形状または一部の形状を決定するために
使用することができる新たな曲面が作成される。
【０１７３】
　上述のように、関節修復システムは、周囲または隣接した軟骨および／または軟骨下骨
とのほぼ解剖学的な適合または一致を達成するように、様々なサイズ、曲率、および厚さ
のシステムのライブラリまたはデータベースから形成または選択することができる。これ
らのシステムは、予め作成されているか、一人一人の患者に合わせて作成することができ
る。周囲または隣接した軟骨または軟骨下骨または半月板、および他の組織との、関節修
復システムの適合または一致を術前に制御するために、移植を行う解剖学的位置上に関節
修復システムを投影するソフトウェアプログラムを使用することができる。好適なソフト
ウェアは、市販されており、および／または熟練したプログラマにより容易に修正または
設計可能である。
【０１７４】
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　さらに他の実施形態では、１つ以上の３－Ｄ画像を用いて関節面修復システムを移植部
位上に投影することができる。手動、半自動、および／または自動のセグメンテーション
技術を使用して、軟骨および／または軟骨下骨、および他の解剖学的構造を、ＭＲＩまた
はＣＴ等の３－Ｄ電子画像から抽出することができる。例えば、多角形またはＮＵＲＢＳ
曲面または他のパラメトリック曲面の表現を使用して、軟骨および／または軟骨下骨、お
よび他の解剖学的構造、そして関節修復システムの３－Ｄ表現が生成される。様々なパラ
メトリック曲面の表現の説明については、例えばＦｏｌｅｙ，Ｊ．Ｄ．らのＣｏｍｐｕｔ
ｅｒ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ：Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｉｎ　Ｃ
；Ａｄｄｉｓｏｎ－Ｗｅｓｌｅｙ，２ｎｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，１９９５を参照。
【０１７５】
　軟骨および／または軟骨下骨、他の解剖学的構造、および関節修復システムの３－Ｄ表
現は、共通の座標系に統合することができる。次に関節修復システムを所望の移植部位に
配置することができる。軟骨、軟骨下骨、半月板、他の解剖学的構造、および関節修復シ
ステムの表現は、例えばアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）Ｏｐ
ｅｎＧＬ（登録商標）（ＳＧＩ，Ｉｎｃ．により開発された高度３－Ｄグラフィック機能
の標準ライブラリ。ＰＣベースのビデオカード用ドライバの一部として、例えばＮＶＩＤ
ＩＡビデオカードはｗｗｗ．ｎｖｉｄｉａ．ｃｏｍから、または３－Ｄｌａｂｓ製品はｗ
ｗｗ．３－Ｄｌａｂｓ．ｃｏｍから入手可能。あるいは、Ｕｎｉｘ（登録商標）ワークス
テーション用システムソフトウェアの一部として入手可能）、またはＤｉｒｅｃｔＸ（登
録商標）（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ベースのＰＣシステム用マ
ルチメディアＡＰＩ。ｗｗｗ．ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ｃｏｍから入手可能）で３－Ｄ画像
に描画される。３－Ｄ画像は、例えば相互作用的または非相互作用的に、リアルタイムま
たは非リアルタイムで回転または移動させることによって、様々な角度から軟骨、軟骨下
骨、半月板、または他の解剖学的対象物、および関節修復システムを示すように描画可能
である。
【０１７６】
　ソフトウェアは、例えば上述の技術のいくつかを使用して、軟骨および／または軟骨下
骨に対し最も適合する、手術道具や機器を含む関節修復システムが自動的に選択されるよ
うに設計することができる。あるいは、操作者は、手術道具や機器を含む関節修復システ
ムを選択し、それを好適な道具や技術を使用して移植部位の上に投影しドラッグすること
ができる。操作者は、関節修復システムを、移植部位に対し３次元で移動および回転させ
ることができ、また関節修復システムと移植部位との間の適合性を目視検査することがで
きる。目視検査はコンピュータにより補助されてもよい。この手順は、満足できる適合性
が得られるまで繰り返すことができる。この手順は、操作者により手動で行われてもよく
、または、全てまたは一部がコンピュータにより補助されてもよい。例えば、操作者が試
験することができる第１のテストインプラントをソフトウェアが選択してもよい。操作者
は適合性を評価できる。ソフトウェアは、インプラントと、周囲の軟骨または軟骨下骨ま
たは半月板または他の組織との間の整合が不十分な領域を強調表示するように設計され使
用されることができる。この情報に基づき、ソフトウェアまたは操作者は次に他のインプ
ラントを選択し、その整合性を試験することができる。当業者ならば、本願で述べた目的
のために、好適なコンピュータプログラムの選択、修正および／または作成を容易に行う
ことができるだろう。
【０１７７】
　他の実施形態では、１つ以上の２－Ｄ断面画像を使用して移植部位を可視化することが
できる。典型的には、一連の２－Ｄ断面画像が使用されるだろう。２－Ｄ画像は、当業者
には既知の方法および道具を使用して、ＣＴ、ＭＲＩ、デジタルトモシンセシス、超音波
、または光コヒーレンス断層撮影法等の画像試験により生成することができる。次にこれ
らの２－Ｄ画像の１つ以上の上に関節修復システムを重ね合わせることができる。２－Ｄ
断面画像は、例えば矢状面から前頭面までの、他の面で再建することができる。等方性デ
ータセット（スライスの厚さが面内分解能と同じかまたはほぼ同じであるデータセット等
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）または準等方性データセットもまた使用可能である。分割画面表示等を用いて、同時に
複数の面を表示することができる。操作者は、リアルタイムで、あるいはほぼリアルタイ
ムで所望のあらゆる方向に２－Ｄ画像をスクロールすることもでき、これを行っている一
方で、操作者は画像化された組織容量を回転することができる。典型的には、軟骨、軟骨
下骨、半月板、または他の組織を示す２－Ｄ画像のものと一致する、矢状面、前頭面また
は軸方向の面等の異なる表示面を利用して、関節修復システムを断面方向に表示すること
ができる。あるいは、関節修復システムに３次元表示を用いることができる。関節修復シ
ステムの２－Ｄ電子画像と２－Ｄまたは３－Ｄ表現とを共通の座標系に統合することがで
きる。次に関節修復システムを所望の移植部位に配置することができる。解剖学的構造、
移植部位および関節修復システムの一連の２－Ｄ断面を、相互作用的に（例えば操作者が
一連のスライスをスクロールすることができる）あるいは非相互作用的に（例えば一連の
スライス中を移動するアニメーション）、リアルタイムまたは非リアルタイムで表示する
ことができる。
【０１７８】
　（Ｃ．ラピッドプロトタイピング）
　ラピッドプロトタイピングは、物体のコンピュータモデルから３次元物体を組み立てる
技術である。複数の２次元層からプロトタイプを組み立てるために、特別なプリンタが使
用される。コンピュータソフトウェアが物体の表現を複数の分離した２次元層に分割し、
次に３次元プリンタが、ソフトウェアにより分割された各層に対し、材料の層を組み立て
る。組立てられた様々な層が集まって所望のプロトタイプを形成する。ラピッドプロトタ
イピング技術に関しては、Ｒｕｓｓｅｌｌらに対する米国特許公報第２００２／００７９
６０１Ａ１号（２００２年６月２７日発行）にその詳細を知ることができる。ラピッドプ
ロトタイピングを使用する利点は、毒性のある、または強力な化合物を安全に使用する自
由造形技術の使用を可能にすることである。これらの化合物は、賦形剤の外被に安全に組
み込むことができ、労働者の暴露が軽減される。
【０１７９】
　パウダーピストン（ｐｏｗｄｅｒ　ｐｉｓｔｏｎ）やビルドベッド（ｂｕｉｌｄ　ｂｅ
ｄ）が提供される。パウダーは、粉末に加工することができる、あるいは液体と結合する
ことができるいかなる材料（金属、プラスチック等）をも含む。パウダーは、スプレッダ
によりベッドの表面に供給源からロールされる。層の厚さはコンピュータで制御される。
次にプリントヘッドがバインダ液を、パウダーが結合して欲しいパウダー層上の場所に堆
積させる。パウダーはまたビルドベッドにロールされ、装具形成の３次元の場所に対応し
て、結合液の堆積が各層で制御されながら、プロセスが繰り返される。このプロセスの更
なる考察については、例えば、Ｍｏｎｋｈｏｕｓｅらに対する米国特許公報第２００３／
０１７３６５Ａ１号（２００３年９月１８日発行）を参照。
【０１８０】
　ラピッドプロトタイピングは、セクションＩで上に説明したように、得られた２次元画
像を使用して、プロトタイピング機の各層に対する各２次元形状を決定することができる
。この場合、それぞれの２次元画像スライスは、２次元のプロトタイプスライドに対応す
る。あるいは、上述のように欠陥の３次元形状を決定し、ラピッドプロトタイピングプロ
セスのために２次元スライスに細分化することができる。３次元モデルを使用する利点は
、ラピッドプロトタイピング機に使用される２次元スライスが、撮られた２次元画像と同
じ面に沿うことも、または異なる面に沿うこともできるということである。
【０１８１】
　ラピッドプロトタイピングは、鋳造技術と組み合わせることができる、あるいはそれと
併用することができる。例えば、ラピッドプロトタイピングを使用して、関節修復システ
ムに対応する内寸を有するシェルまたは容器を作成することができる。この目的において
は、プラスチックまたはロウ状の材料が典型的に使用される。容器の内側は、後の鋳造の
ために、その後セラミック等によりコーティングすることができる。このプロセスを使用
して、個人に合わせたギプスを生成することができる。
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【０１８２】
　ラピッドプロトタイピングは、関節修復システムを生産するために使用することができ
る。ラピッドプロトタイピングは、製造施設で行うことができる。あるいは、術中測定が
行われた後に手術室で行われてもよい。
【０１８３】
　（Ｖ．手術手技）
　患者に対し手術を行う前に、外科医は、例えば垂直前後方向のＸ線を使用して、術前に
膝の整合性を決定することができる。術前評価を行う際、存在するあらゆる外側および膝
蓋の突起を特定することができる。
【０１８４】
　標準的な手術手技を用いて、患者に麻酔を行い、修復する膝関節の１つまたは複数の部
分にアクセスできるようにするために切開を行う。関節の関節鏡検査を行うことができる
ようにするために、まず内側ポータルを使用する。その後、内側ポータルを手術切開部に
統合し、および／または標準的な外側ポータルを使用することができる。
【０１８５】
　適切な切開が行われたら、靭帯構造の完全性を含め、完全性について露出した区画を検
査する。必要な場合は、前後方向のＸ線で特定された、または関節内に存在するかもしれ
ないあらゆる突起または骨棘とともに、半月板の部分を除去することができる。骨棘の除
去を容易にするために、外科医は、さらなる内側および内側後方の骨棘を露出させるため
に膝を曲げてもよい。また、このプロセス間に、骨棘を膝蓋から除去することができる。
必要な場合は、希望に応じてこの時点で、半月板のへりに沿って内側および／または外側
半月板もまた除去することができる。
【０１８６】
　当業者には理解されるように、脛骨骨棘の除去を容易にするために、内側十字靭帯の評
価が必要な場合がある。
【０１８７】
　関節面の準備を行ったら、所望のインプラントを関節に挿入することができる。
【０１８８】
　（Ａ．脛骨プラトー）
　図２の装具２００を内側区画に挿入するには、膝蓋腱の内側に関節小切開を行う。切開
部を形成したら、内側顆を露出させ、好適なナイフおよび湾曲骨刀を用いて内側スリーブ
を関節ラインの約１ｃｍ下まで準備する。内側スリーブを準備した後、Ｚ型開創器を内側
脛骨プラトーに設置し、半月板の前方部分と、脛骨および大腿骨に沿った骨棘を除去する
。この時、膝は約６０°以上曲げてある必要がある。Ｚ型開創器を外し、大腿骨の最も遠
位側に対し、および脛骨プラトーの端にわたりインプラントを設置する。インプラントを
真直ぐ後ろに押す。場合によっては、外反力を加えることによりインプラントの挿入が容
易になる場合がある。
【０１８９】
　図２の装具を外側区画に挿入するには、膝蓋腱の外側に対し関節小切開を行う。切開部
を形成したら、外側顆を露出させ、好適なナイフおよび湾曲骨刀を用いて外側スリーブを
関節ラインの約１ｃｍ下まで準備する。外側スリーブを準備した後、Ｚ型開創器を外側脛
骨プラトーに設置し、半月板の前方部分と、脛骨および大腿骨に沿った骨棘を除去する。
Ｚ型開創器を外し、大腿骨の遠位側に対し、および脛骨プラトーの端にわたりインプラン
トを設置する。インプラントを４５°の角度で保持し、外側から内側への、側棘に向けた
押力により、外側顆に対しインプラントを回転させる。場合によっては、内反力を加える
ことによりインプラントの挿入が容易になる場合がある。
【０１９０】
　図２に示されるいずれかのインプラントが移植されたら、装具は、脛骨プラトーの前後
縁の０～２ｍｍ以内に位置し、該縁の上に重なり合うはずである。インプラントの平行移
動が極僅かであることを確認するために、動作範囲の検査を行う必要がある。位置決めが
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確認されたら、当技術分野で知られた技術を用いて創傷部を閉鎖する。
【０１９１】
　当業者には理解されるように、インプラント２００の構成に依存して、脛骨プラトーの
表面のさらなる処置が望ましい場合がある。例えば、図２Ｋに示すキール２１２等の係止
機構、または図２Ｍ～Ｎに示す平行運動クロス部材２２２、２２１を収容するために、脛
骨プラトーの表面上に１つ以上の経路または溝が形成されてもよい。
【０１９２】
　（Ｂ．顆修復システム）
　図３に示す装具３００を挿入するために、修復する顆に依存して、膝蓋の上縁に約１ｃ
ｍ近くから始まる前内側または前外側皮膚切開を行う。切開は、典型的には、例えば膝蓋
の端に沿って約６～１０ｃｍの範囲となることができる。当業者には理解されるように、
ある状況においてはより長い切開が必要となる場合がある。
【０１９３】
　関節へのアクセスを向上させるために、余分な深い骨膜を切除しなければならない場合
がある。さらに、向かい側の関節区画の検査が可能となるように、脂肪体の全てまたは一
部が切除される場合がある。
【０１９４】
　典型的には、大腿骨および脛骨の内側および／または外側端の骨棘、および顕著な場合
には膝蓋の端における骨棘が除去される。
【０１９５】
　可能性はあるものの、装具３００は典型的には装具の移植前に遠位大腿骨の切除を必要
としない。しかし、希望に応じて、インプラントのための表面を提供するために骨の切断
を行うことができる。
【０１９６】
　この時には、患者の脚は９０°屈曲した状態に置かれる。そして、遠位大腿軟骨を覆う
顆にガイドを設置する。このガイドにより、外科医は、インプラント３００を顆に正確に
設置できるようにする開口の設置を決定することができる。ガイドが設置されたら、顆に
穴を開け、深さ１～３ｍｍの開口を形成する。開口が形成されたら、ガイドを取り外し、
インプラント３００を顆の表面に設置する。インプラント３００の顆に対する接着を促進
するために、セメントを使用することができる。
【０１９７】
　例えば図３のインプラント３００、あるいは図４のインプラント４００を２つ使用して
２つ以上の顆を修復する場合、あるいは、例えば図５のインプラント５００を使用して、
１つの顆と膝蓋面の一部を修復する場合は、例えば関節にアクセスするためより大きな切
開を行う、インプラントの杭を受けるためにさらに開口を設ける等、ここで説明される手
術法は修正される。
【０１９８】
　（Ｃ．膝蓋修復システム）
　図７に示す装具を挿入するには、図２に関して上述したような膝蓋腱の外側または内側
に対する切開部を使用するのが適切な場合がある。まず、膝蓋を外側に裏返し、脂肪体お
よび骨膜を膝蓋周辺から曲げ戻す。希望に応じて骨棘を除去してもよい。自然の膝蓋６２
０の表面加工の前に、ある範囲にわたり手動で膝を動作させてみて不全脱臼がないか決定
する必要がある。不全脱臼がある場合は、インプラント６００を内転しなければならない
場合がある。次に、平坦な表面がインプラントに向かうように、自然の膝蓋を平面的ある
いは平坦に切開する。続いて膝蓋６２０の幾何学的中心をインプラント６００の幾何学的
中心に整合させる。インプラント６００を膝蓋６２０に係止するために、インプラント６
００の杭６１０を受け入れるための１つ以上の穴または開口６１２を膝蓋面に形成するこ
とができる。
【０１９９】
　（ＩＶ．キット）
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　外科医が手術中に使用する１つ以上のインプラントを選択することができるように、上
述の１つ以上のインプラントをキットとして互いに組み合わせることができる。
【０２００】
　以上、本発明の実施形態の説明を、例示および説明の目的で示してきた。全てを網羅す
ることを意図するものではなく、あるいは開示された正確な形態に本発明を制限すること
を意図するものではない。本技術分野に精通した従事者には、多くの修正や変型が明らか
であろう。実施形態は、本発明の原理およびその実用を最も良く説明するために選ばれ記
述されたものであり、それにより当業者は、本発明および様々な実施形態、および意図さ
れる特定の使用に適したその様々な修正を理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２０１】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明に従う、修復が必要な関節の評価方法のブロック図であり、
選択されたインプラントを受ける前に、既存の関節表面は修正されていないか、または実
質的に修正されていない。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明に従う、修復が必要な関節の評価方法のブロック図であり、
修復を達成するのに好適なインプラントを設計する前に、既存の関節表面は修正されてい
ないか、または実質的に修正されていない。
【図１Ｃ】図１Ｃは、インプラントを開発し、患者にインプラントを使用する方法のブロ
ック図である。
【図２Ａ】図２Ａは、膝関節の脛骨プラトーでの移植に好適な、本発明の関節インプラン
トの斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａのインプラントの上面図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、図２Ｂに示す線Ｃ－Ｃに沿った、図２Ｂのインプラントの断面図で
ある。
【図２Ｄ】図２Ｄは、図２Ｂに示す線Ｄ－Ｄに沿った断面図である。
【図２Ｅ】図２Ｅは、図２Ｂに示す線Ｅ－Ｅに沿った断面図である。
【図２Ｆ】図２Ｆは、図２Ａのインプラントの側面図である。
【図２Ｇ】図２Ｇは、矢状面に平行な面に沿った、移植された状態の図２Ａのインプラン
トの断面図である。
【図２Ｈ】図２Ｈは、前頭面に平行な面に沿った、移植された状態の図２Ａのインプラン
トの断面図である。
【図２Ｉ】図２Ｉは、軸平面に平行な面に沿った、移植された状態の図２Ａのインプラン
トの断面図である。
【図２Ｊ】図２Ｊは、内側（脛骨プラトーの端に向かって）、前方、そして後方に、骨に
近接して広がる、やや大きいインプラントを示す。
【図２Ｋ】図２Ｋは、キールの形態のアンカを示す、図２Ａの関節インプラントの代替の
実施形態の側面図である。
【図２Ｌ】図２Ｌは、アンカを示す、図２Ａの関節インプラントの代替の実施形態の底面
図である。
【図２Ｍ】図２Ｍは、クロス部材の形態のアンカを示す。
【図２Ｎ】図２Ｎ～Ｏは、下面がクロスバーを受け入れるためのトラフを有していること
を示す、インプラントの代替の実施形態である。
【図２Ｏ】図２Ｎ～Ｏは、下面がクロスバーを受け入れるためのトラフを有していること
を示す、インプラントの代替の実施形態である。
【図２Ｐ】図２Ｐは、様々なクロスバーを示している。
【図２Ｑ】図２Ｑ～Ｒは、膝関節内に移植された装具を示している。
【図２Ｒ】図２Ｑ～Ｒは、膝関節内に移植された装具を示している。
【図２Ｓ１】図２Ｓ（１～９）は、さらに１つの端に沿って面取りされた脛骨プラトーに
好適なもう１つのインプラントを示す。
【図２Ｓ２】図２Ｓ（１～９）は、さらに１つの端に沿って面取りされた脛骨プラトーに
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好適なもう１つのインプラントを示す。
【図２Ｓ３】図２Ｓ（１～９）は、さらに１つの端に沿って面取りされた脛骨プラトーに
好適なもう１つのインプラントを示す。
【図２Ｓ４】図２Ｓ（１～９）は、さらに１つの端に沿って面取りされた脛骨プラトーに
好適なもう１つのインプラントを示す。
【図２Ｓ５】図２Ｓ（１～９）は、さらに１つの端に沿って面取りされた脛骨プラトーに
好適なもう１つのインプラントを示す。
【図２Ｓ６】図２Ｓ（１～９）は、さらに１つの端に沿って面取りされた脛骨プラトーに
好適なもう１つのインプラントを示す。
【図２Ｓ７】図２Ｓ（１～９）は、さらに１つの端に沿って面取りされた脛骨プラトーに
好適なもう１つのインプラントを示す。
【図２Ｓ８】図２Ｓ（１～９）は、さらに１つの端に沿って面取りされた脛骨プラトーに
好適なもう１つのインプラントを示す。
【図２Ｓ９】図２Ｓ（１～９）は、さらに１つの端に沿って面取りされた脛骨プラトーに
好適なもう１つのインプラントを示す。
【図２Ｔ１】図２Ｔ（１～８）は、関節の表面が、接合するインプラントのために、平坦
な、または角度のついた表面を形成するように修正された、脛骨プラトーの代替の実施形
態を示す。
【図２Ｔ２】図２Ｔ（１～８）は、関節の表面が、接合するインプラントのために、平坦
な、または角度のついた表面を形成するように修正された、脛骨プラトーの代替の実施形
態を示す。
【図２Ｔ３】図２Ｔ（１～８）は、関節の表面が、接合するインプラントのために、平坦
な、または角度のついた表面を形成するように修正された、脛骨プラトーの代替の実施形
態を示す。
【図２Ｔ４】図２Ｔ（１～８）は、関節の表面が、接合するインプラントのために、平坦
な、または角度のついた表面を形成するように修正された、脛骨プラトーの代替の実施形
態を示す。
【図２Ｔ５】図２Ｔ（１～８）は、関節の表面が、接合するインプラントのために、平坦
な、または角度のついた表面を形成するように修正された、脛骨プラトーの代替の実施形
態を示す。
【図２Ｔ６】図２Ｔ（１～８）は、関節の表面が、接合するインプラントのために、平坦
な、または角度のついた表面を形成するように修正された、脛骨プラトーの代替の実施形
態を示す。
【図２Ｔ７】図２Ｔ（１～８）は、関節の表面が、接合するインプラントのために、平坦
な、または角度のついた表面を形成するように修正された、脛骨プラトーの代替の実施形
態を示す。
【図２Ｔ８】図２Ｔ（１～８）は、関節の表面が、接合するインプラントのために、平坦
な、または角度のついた表面を形成するように修正された、脛骨プラトーの代替の実施形
態を示す。
【図３Ａ】図３ＡおよびＢは、それぞれ下方および上方表面の視点から見た、大腿骨顆に
対する使用に好適な関節インプラントの斜視図である。
【図３Ｂ】図３ＡおよびＢは、それぞれ下方および上方表面の視点から見た、大腿骨顆に
対する使用に好適な関節インプラントの斜視図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、図３Ａのインプラントの側面図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、インプラントの下方表面の図である。
【図３Ｅ】図３Ｅは、インプラントの上方表面の図である。
【図３Ｆ】図３Ｆはインプラントの断面図である。
【図３Ｇ】図３Ｇは、インプラントが設置された大腿の軸方向の図である。
【図３Ｈ】図３Ｈは、インプラントが大腿顆に設置された、膝蓋のない膝関節の前面図で
ある。
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【図３Ｉ】図３Ｉは、図２に示されるもののような脛骨プラトーに好適なインプラントと
ともに、大腿顆に図３Ａのインプラントが移植された膝関節の前面図である。
【図３Ｊ】図３Ｊ～Ｋは、少なくとも１つの面取り面をさらに有する大腿骨顆に対する使
用のための、関節インプラントの代替の実施形態を示す。
【図３Ｋ】図３Ｊ～Ｋは、少なくとも１つの面取り面をさらに有する大腿骨顆に対する使
用のための、関節インプラントの代替の実施形態を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、従来技術による大腿顆に好適なインプラントを示す。
【図４Ｂ】図４Ｂ～Ｉは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図４Ｂは、インプラントを上方表面からやや斜めに見た図である。
【図４Ｃ】図４Ｂ～Ｉは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図４Ｃは、図４Ｂのインプラントの側面図である。
【図４Ｄ】図４Ｂ～Ｉは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図４Ｄはインプラントの下方表面の上面図である。
【図４Ｅ】図４Ｂ～Ｉは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図４ＥおよびＦは、インプラントを斜めに見た側面図である。
【図４Ｆ】図４Ｂ～Ｉは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図４ＥおよびＦは、インプラントを斜めに見た側面図である。
【図４Ｇ】図４Ｂ～Ｉは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図４Ｇは、インプラントが設置された大腿の軸方向の図である。
【図４Ｈ】図４Ｂ～Ｉは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図４Ｈは、インプラントが大腿顆に設置された、膝蓋のない膝関節の前面図である
。
【図４Ｉ】図４Ｂ～Ｉは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図４Ｉは、図２に示されるもののような脛骨プラトーに好適なインプラントととも
に、大腿顆に図４Ｂのインプラントが移植された膝関節の前面図である。
【図５Ａ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ａは、面取り面を示すインプラントの下方表面の上面図である。
【図５Ｂ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｂは、インプラントの上方表面をやや斜めに見た図である。
【図５Ｃ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｃは、インプラントを第１の方向から斜めに見た側面図である。
【図５Ｄ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｄは、インプラントを第２の方向からやや斜めに見た側面図である。
【図５Ｅ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｅ～Ｆは、ベアリング荷重を示すインプラントの側面図である。
【図５Ｆ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｅ～Ｆは、ベアリング荷重を示すインプラントの側面図である。
【図５Ｇ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５ＧおよびＨは、インプラントが外側のレールを有する代替の実施形態を示す。
【図５Ｈ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５ＧおよびＨは、インプラントが外側のレールを有する代替の実施形態を示す。
【図５Ｉ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｉは、インプラントが係止キールを有する他の実施形態を示す。
【図５Ｊ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｊは、インプラントが大腿顆に設置された大腿の軸方向の図である。
【図５Ｋ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｋは、インプラントが大腿顆に設置された、膝蓋のない膝関節の前面図である
。
【図５Ｌ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｌは、図２に示されるもののような脛骨プラトーに好適なインプラントととも
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に、大腿顆に図５Ａのインプラントが移植された膝関節の前面図である。
【図５Ｍ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｍ～Ｎは、膝関節内に移植された装具を描いたものである。
【図５Ｎ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｍ～Ｎは、膝関節内に移植された装具を描いたものである。
【図５Ｏ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｏは、顆の部分的除去に対応した装具の代替の実施形態を描いたものである。
【図５Ｐ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｐ～Ｓは、１つ以上の面取り面を有するインプラントの代替の実施形態を示す
。
【図５Ｑ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｐ～Ｓは、１つ以上の面取り面を有するインプラントの代替の実施形態を示す
。
【図５Ｒ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｐ～Ｓは、１つ以上の面取り面を有するインプラントの代替の実施形態を示す
。
【図５Ｓ】図５Ａ～Ｓは、大腿顆に対する置換に好適な他のインプラントを描いたもので
ある。図５Ｐ～Ｓは、１つ以上の面取り面を有するインプラントの代替の実施形態を示す
。
【図６Ａ】図６Ａ～Ｇは、表面マップを構成する断面データ点のグラフィック表現ととも
に、図５に示す装具を図示したものである。
【図６Ｂ】図６Ａ～Ｇは、表面マップを構成する断面データ点のグラフィック表現ととも
に、図５に示す装具を図示したものである。
【図６Ｃ】図６Ａ～Ｇは、表面マップを構成する断面データ点のグラフィック表現ととも
に、図５に示す装具を図示したものである。
【図６Ｄ】図６Ａ～Ｇは、表面マップを構成する断面データ点のグラフィック表現ととも
に、図５に示す装具を図示したものである。
【図６Ｅ】図６Ａ～Ｇは、表面マップを構成する断面データ点のグラフィック表現ととも
に、図５に示す装具を図示したものである。
【図６Ｆ】図６Ａ～Ｇは、表面マップを構成する断面データ点のグラフィック表現ととも
に、図５に示す装具を図示したものである。
【図６Ｇ】図６Ａ～Ｇは、表面マップを構成する断面データ点のグラフィック表現ととも
に、図５に示す装具を図示したものである。
【図７Ａ】図７Ａ～Ｃは、大腿顆の一部に好適な、２つの部分から構成される、装具の代
替の設計を示す。
【図７Ｂ】図７Ａ～Ｃは、大腿顆の一部に好適な、２つの部分から構成される、装具の代
替の設計を示す。
【図７Ｃ】図７Ａ～Ｃは、大腿顆の一部に好適な、２つの部分から構成される、装具の代
替の設計を示す。
【図８Ａ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。
【図８Ｂ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。
【図８Ｃ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。好適な膝蓋インプラントの上面図および側面図
が示されており（図８Ｃ～Ｄ）、膝蓋の隆線に対するインプラントドームの場所を図示す
るために、膝蓋全体の上に重ねられたインプラントの図が示されている。
【図８Ｄ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。好適な膝蓋インプラントの上面図および側面図
が示されており（図８Ｃ～Ｄ）、膝蓋の隆線に対するインプラントドームの場所を図示す
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るために、膝蓋全体の上に重ねられたインプラントの図が示されている。
【図８Ｅ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。好適な膝蓋インプラントの上面図および側面図
が示されており（図８Ｃ～Ｄ）、膝蓋の隆線に対するインプラントドームの場所を図示す
るために、膝蓋全体の上に重ねられたインプラントの図が示されている。図８Ｅ～Ｆは、
膝蓋の上に重ねられたインプラントを示す。
【図８Ｆ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。好適な膝蓋インプラントの上面図および側面図
が示されており（図８Ｃ～Ｄ）、膝蓋の隆線に対するインプラントドームの場所を図示す
るために、膝蓋全体の上に重ねられたインプラントの図が示されている。図８Ｅ～Ｆは、
膝蓋の上に重ねられたインプラントを示す。
【図８Ｇ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。好適な膝蓋インプラントの上面図および側面図
が示されており（図８Ｃ～Ｄ）、膝蓋の隆線に対するインプラントドームの場所を図示す
るために、膝蓋全体の上に重ねられたインプラントの図が示されている。図８Ｅ～Ｆは、
膝蓋の上に重ねられたインプラントを示す。図８Ｇ～Ｊは、ブランク（図８Ｇ）に基づく
膝蓋インプラントの代替の設計を示す。
【図８Ｈ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。好適な膝蓋インプラントの上面図および側面図
が示されており（図８Ｃ～Ｄ）、膝蓋の隆線に対するインプラントドームの場所を図示す
るために、膝蓋全体の上に重ねられたインプラントの図が示されている。図８Ｅ～Ｆは、
膝蓋の上に重ねられたインプラントを示す。図８Ｇ～Ｊは、ブランク（図８Ｇ）に基づく
膝蓋インプラントの代替の設計を示す。
【図８Ｉ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。好適な膝蓋インプラントの上面図および側面図
が示されており（図８Ｃ～Ｄ）、膝蓋の隆線に対するインプラントドームの場所を図示す
るために、膝蓋全体の上に重ねられたインプラントの図が示されている。図８Ｅ～Ｆは、
膝蓋の上に重ねられたインプラントを示す。図８Ｇ～Ｊは、ブランク（図８Ｇ）に基づく
膝蓋インプラントの代替の設計を示す。
【図８Ｊ】図８Ａ～Ｊは、膝蓋全体（図８Ａ）と、インプラントを設置するために切断さ
れた膝蓋（図８Ｂ）を描いたものである。好適な膝蓋インプラントの上面図および側面図
が示されており（図８Ｃ～Ｄ）、膝蓋の隆線に対するインプラントドームの場所を図示す
るために、膝蓋全体の上に重ねられたインプラントの図が示されている。図８Ｅ～Ｆは、
膝蓋の上に重ねられたインプラントを示す。図８Ｇ～Ｊは、ブランク（図８Ｇ）に基づく
膝蓋インプラントの代替の設計を示す。
【図９Ａ】図９Ａ～Ｃは、教示された装具のうちのいずれかが設置された膝関節の、代表
的な側面図を描いたものである。図９Ａは、顆部インプラントおよび膝蓋インプラントを
装着した膝を描いたものである。
【図９Ｂ】図９Ａ～Ｃは、教示された装具のうちのいずれかが設置された膝関節の、代表
的な側面図を描いたものである。図９Ｂは、顆部インプラントおよび膝蓋インプラントの
代替の図を示し、顆部インプラントが後方の顆部表面の大部分を覆っている。
【図９Ｃ】図９Ａ～Ｃは、教示された装具のうちのいずれかが設置された膝関節の、代表
的な側面図を描いたものである。図９Ｃは、顆部、膝蓋および脛骨プラトーにインプラン
トが装着されている膝関節を示す。
【図１０Ａ】図１０Ａ～Ｄは、教示された装具のうちのいずれかが設置された膝関節の正
面図を描いたものである。図１０Ａは、脛骨インプラントを装着した膝を描いたものであ
る。
【図１０Ｂ】図１０Ａ～Ｄは、教示された装具のうちのいずれかが設置された膝関節の正
面図を描いたものである。図１０Ｂは、顆部インプラントを装着した膝を描いたものであ
る。
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【図１０Ｃ】図１０Ａ～Ｄは、教示された装具のうちのいずれかが設置された膝関節の正
面図を描いたものである。図１０Ｃは、脛骨インプラントおよび顆部インプラントを装着
した膝を描いたものである。
【図１０Ｄ】図１０Ａ～Ｄは、教示された装具のうちのいずれかが設置された膝関節の正
面図を描いたものである。図１０Ｄは、両顆用インプラントおよび脛骨インプラントを装
着した膝を描いたものである。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本発明の一実施形態による可動性ベアリングを含む関節インプ
ラントを示す。
【図１１Ｂ】図１１Ｂ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントの（例
えば膝関節において大腿骨に面している）例示的な外部表面を示す。
【図１１Ｃ】図１１Ｂ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントの（例
えば膝関節において大腿骨に面している）例示的な外部表面を示す。
【図１１Ｄ】図１１Ｂ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントの（例
えば膝関節において大腿骨に面している）例示的な外部表面を示す。
【図１１Ｅ】図１１Ｂ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントの（例
えば膝関節において大腿骨に面している）例示的な外部表面を示す。
【図１１Ｆ】図１１Ｂ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントの（例
えば膝関節において大腿骨に面している）例示的な外部表面を示す。
【図１１Ｇ】図１１Ｂ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントの（例
えば膝関節において大腿骨に面している）例示的な外部表面を示す。
【図１１Ｈ】図１１Ｂ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントの（例
えば膝関節において大腿骨に面している）例示的な外部表面を示す。
【図１１Ｉ】図１１Ｂ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントの（例
えば膝関節において大腿骨に面している）例示的な外部表面を示す。
【図１１Ｊ】図１１Ｂ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントの（例
えば膝関節において大腿骨に面している）例示的な外部表面を示す。
【図１２Ａ】図１２Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの係止機構を示す。
【図１２Ｂ】図１２Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの係止機構を示す。
【図１２Ｃ】図１２Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの係止機構を示す。
【図１２Ｄ】図１２Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの係止機構を示す。
【図１２Ｅ】図１２Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの係止機構を示す。
【図１３Ａ】図１３Ａ～Ｇは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントのベアリング表面を示す。
【図１３Ｂ】図１３Ａ～Ｇは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントのベアリング表面を示す。
【図１３Ｃ】図１３Ａ～Ｇは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントのベアリング表面を示す。
【図１３Ｄ】図１３Ａ～Ｇは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントのベアリング表面を示す。
【図１３Ｅ】図１３Ａ～Ｇは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントのベアリング表面を示す。
【図１３Ｆ】図１３Ａ～Ｇは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントのベアリング表面を示す。
【図１３Ｇ】図１３Ａ～Ｇは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントのベアリング表面を示す。
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【図１４Ａ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｂ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｃ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｄ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｅ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｆ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｇ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｈ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｉ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｊ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｋ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｌ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｍ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１４Ｎ】図１４Ａ～Ｎは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリングを含む
関節インプラントの第１の要素の周囲、キールおよび杭の構成を示す。
【図１５Ａ】図１５Ａ～Ｄは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントの頂面の半径の構成を示す。
【図１５Ｂ】図１５Ａ～Ｄは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントの頂面の半径の構成を示す。
【図１５Ｃ】図１５Ａ～Ｄは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントの頂面の半径の構成を示す。
【図１５Ｄ】図１５Ａ～Ｄは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントの頂面の半径の構成を示す。
【図１６Ａ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
【図１６Ｂ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
【図１６Ｃ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
【図１６Ｄ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
【図１６Ｅ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
【図１６Ｆ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
【図１６Ｇ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
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【図１６Ｈ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
【図１６Ｉ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
【図１６Ｊ】図１６Ａ～Ｊは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントのベアリングまたは他の表面の構成を示す。
【図１７Ａ】図１７Ａ～Ｄは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントのベア
リング要素が、第１の要素に摺動自在に係合した、可動性ベアリング関節インプラントを
示す。
【図１７Ｂ】図１７Ａ～Ｄは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントのベア
リング要素が、第１の要素に摺動自在に係合した、可動性ベアリング関節インプラントを
示す。
【図１７Ｃ】図１７Ａ～Ｄは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントのベア
リング要素が、第１の要素に摺動自在に係合した、可動性ベアリング関節インプラントを
示す。
【図１７Ｄ】図１７Ａ～Ｄは、本発明の様々な実施形態による、関節インプラントのベア
リング要素が、第１の要素に摺動自在に係合した、可動性ベアリング関節インプラントを
示す。
【図１７Ｅ】図１７Ｅ～Ｌは、本発明の様々な実施形態による、第１の要素の陥凹したス
ロットの例示的な位置および構成を示す。
【図１７Ｆ】図１７Ｅ～Ｌは、本発明の様々な実施形態による、第１の要素の陥凹したス
ロットの例示的な位置および構成を示す。
【図１７Ｇ】図１７Ｅ～Ｌは、本発明の様々な実施形態による、第１の要素の陥凹したス
ロットの例示的な位置および構成を示す。
【図１７Ｈ】図１７Ｅ～Ｌは、本発明の様々な実施形態による、第１の要素の陥凹したス
ロットの例示的な位置および構成を示す。
【図１７Ｉ】図１７Ｅ～Ｌは、本発明の様々な実施形態による、第１の要素の陥凹したス
ロットの例示的な位置および構成を示す。
【図１７Ｊ】図１７Ｅ～Ｌは、本発明の様々な実施形態による、第１の要素の陥凹したス
ロットの例示的な位置および構成を示す。
【図１７Ｋ】図１７Ｅ～Ｌは、本発明の様々な実施形態による、第１の要素の陥凹したス
ロットの例示的な位置および構成を示す。
【図１７Ｌ】図１７Ｅ～Ｌは、本発明の様々な実施形態による、第１の要素の陥凹したス
ロットの例示的な位置および構成を示す。
【図１８Ａ】図１８Ａ～Ｆは、本発明の様々な実施形態による、ベアリング要素の一次元
以上の動作を抑制する停止部を有する、可動性ベアリング関節装具を示す。
【図１８Ｂ】図１８Ａ～Ｆは、本発明の様々な実施形態による、ベアリング要素の一次元
以上の動作を抑制する停止部を有する、可動性ベアリング関節装具を示す。
【図１８Ｃ】図１８Ａ～Ｆは、本発明の様々な実施形態による、ベアリング要素の一次元
以上の動作を抑制する停止部を有する、可動性ベアリング関節装具を示す。
【図１８Ｄ】図１８Ａ～Ｆは、本発明の様々な実施形態による、ベアリング要素の一次元
以上の動作を抑制する停止部を有する、可動性ベアリング関節装具を示す。
【図１８Ｅ】図１８Ａ～Ｆは、本発明の様々な実施形態による、ベアリング要素の一次元
以上の動作を抑制する停止部を有する、可動性ベアリング関節装具を示す。
【図１８Ｆ】図１８Ａ～Ｆは、本発明の様々な実施形態による、ベアリング要素の一次元
以上の動作を抑制する停止部を有する、可動性ベアリング関節装具を示す。
【図１９Ａ】図１９Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、停止部を含む可動性ベア
リング関節インプラントを示す。
【図１９Ｂ】図１９Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、停止部を含む可動性ベア
リング関節インプラントを示す。
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【図１９Ｃ】図１９Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、停止部を含む可動性ベア
リング関節インプラントを示す。
【図１９Ｄ】図１９Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、停止部を含む可動性ベア
リング関節インプラントを示す。
【図１９Ｅ】図１９Ａ～Ｅは、本発明の様々な実施形態による、停止部を含む可動性ベア
リング関節インプラントを示す。
【図２０Ａ】図２０Ａ～Ｃは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントの様々な形状のベアリングおよび第１の要素を示す。
【図２０Ｂ】図２０Ａ～Ｃは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントの様々な形状のベアリングおよび第１の要素を示す。
【図２０Ｃ】図２０Ａ～Ｃは、本発明の様々な実施形態による、可動性ベアリング関節イ
ンプラントの様々な形状のベアリングおよび第１の要素を示す。
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